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令和５年第２回嬉野市議会定例会議事日程 

令和５年６月15日（木）  

本会議第２日目   

午前10時10分 開 議   

日程第１  議案質疑 

      議案第25号 専決処分（第３号）の承認を求めることについて 

      議案第26号 専決処分（第４号）の承認を求めることについて 

      議案第27号 専決処分（第５号）の承認を求めることについて 

      議案第28号 専決処分（第６号）の承認を求めることについて 

      議案第29号 専決処分（第７号）の承認を求めることについて 

      議案第30号 嬉野市役所の位置を定める条例について 

      議案第31号 令和５年度嬉野市一般会計補正予算（第３号） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時10分 開議 

○議長（辻 浩一君） 

 皆さんおはようございます。本日は全員出席であります。定足数に達しておりますので、

直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１．議案質疑を行います。 

 本定例会の議案質疑は通告制であります。質疑につきましては、嬉野市議会会議規則第55

条の規定により、同一議題について３回を超えることはできません。 

 それでは、議案第25号 専決処分（第３号）の承認を求めることについてから議案第28号

専決処分（第６号）の承認を求めることについてまでの４件の議案について一括して質疑を

行います。 

 質疑の通告はありません。 

 これで議案第25号から議案第28号までの質疑を終わります。 

 次に、議案第29号 専決処分（第７号）の承認を求めることについての質疑を行います。 

 まず、６ページの歳入について質疑を行います。 

 質疑の通告はありませんので、歳入の質疑を終わります。 

 次に、７ページの歳出について質疑を行います。 

 事項別明細書９ページから10ページまでの歳出について質疑を行います。 

 第３款．民生費、２項．児童福祉費について質疑の通告があります。 

 １目．児童福祉総務費について発言を許可いたします。梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 
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 子育て世帯生活支援特別給付金について質問をさせていただきます。 

 今回、1,650万円ついているわけでありますけれども、主要な事業の説明書に支給対象者

の①、②とありますけど、この②について質問をさせていただきます。 

 対象児童を養育する家計急変者、この基準、それと、その申請方法についてお伺いしたい

と思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 子育て未来課長。 

○子育て未来課長（牧瀬玲子君） 

 お答えいたします。 

 家計急変者の基準は、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、かつ１年間の収入見込額ま

たは所得見込額が住民税非課税相当の水準以下であることです。具体的には、令和５年１月

以降の任意の１か月の収入額を12倍した年収見込額が非課税相当限度額以下であること、も

しくは年収見込額から経費等を控除した年間所得見込額が非課税相当限度額以下であること

です。また、令和５年度の住民税非課税者も家計急変者に該当するものとして、支給の対象

となります。 

 申請の方法につきましては、家計急変で申請する場合、申請者は、父母のうち、収入また

は所得の高いほうを主たる生計維持者として非課税判定の対象としますので、まず、どちら

の収入または所得が高いか特定するために、父と母の両方の収入もしくは所得を申立書に記

載していただき、令和５年１月以降の１か月分の給与明細書など、収入額が分かる書類を添

付して申請書と一緒に提出していただくことになります。 

 また、令和５年度の住民税非課税で申請をする場合は、収入見込額の申立書や収入額が分

かる書類の提出は必要ありません。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 そしたら、今回は専決ですので執行されていると思いますけど、まず、対象者がどれくら

いいらっしゃるのかという部分と、それから、その基準を満たしているとか、要するに自己

申請だと思うんですけど、その判断は誰がされるのかという部分。それからもう一点は、こ

れは基準は全国的に同じなのかどうか。ちょっと調べたところによりますと、生活保護世帯

の基準とか、そういった部分で地域によって違うというようなそういった項目も見かけたん

ですが、そこら辺についても説明をお願いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 子育て未来課長。 
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○子育て未来課長（牧瀬玲子君） 

 お答えいたします。 

 まず、対象者はどれくらいいるかということですが、そちらのほうは、課税者が非課税に

なるという家計急変というのは申請をしていただかないと分からない部分ですので、はっき

りとした数字としては把握はしておりません。 

 あと、物価高騰で家計が急変したということは自己申告というふうになります。 

 また、判断は書類提出、１か月分の給与明細書や売上げ台帳等を提出していただき、それ

で非課税限度額以下であるかどうかを市のほうで判断をいたします。 

 また、判断の基準ですが、非課税限度額につきましては生活保護級地区分で判断をいたし

ますので、嬉野市の場合は３級というところで判断をしております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 分かりました。そしたら、生活保護の級ごとで都会と田舎とかでそういう基準が違うので、

判断基準に関わってくるということで理解してよろしいということですね。 

○議長（辻 浩一君） 

 子育て未来課長。 

○子育て未来課長（牧瀬玲子君） 

 お答えいたします。 

 はい、そのとおりで、非課税相当限度額というのは、その級地ごとで違うということで判

断をいたします。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 これで議案第29号 専決処分（第７号）の承認を求めることについての質疑を終わります。 

 次に、議案第30号 嬉野市役所の位置を定める条例についての質疑を行います。 

 質疑の通告があります。議案第30号について順次発言を許可いたします。 

 なお、質問事項が多くなっておりますので、この条例に対して３回と申合せしております

ので、質問のペース配分を十分考慮していただいて、質疑をよろしくお願いいたします。ま

ず、山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 議案第30号についての質問をいたします。 

 １点目に、庁舎位置条例を６月議会に出す必要の根拠を伺います。 

 第２点目に、塩田庁舎利活用、周辺まちづくりの協議がなされている中で、庁舎位置条例
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議案上程は塩田市民の不安をあおります。建設後に臨時会でも上程できるはずだが、その説

明を伺います。 

 ３点目に、改正前の嬉野市役所塩田庁舎、嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地の明記がな

いが、これはどういうふうになったのか、伺います。 

 そしてもう一つ、今後、一部市役所機能を残すということは市民に安心を与えると思いま

すが、塩田庁舎の出張所設置条例等についてどう検討されているのか、伺います。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えをいたします。 

 １点目、まず、なぜということで概略的な部分ですけれども、庁舎整備基本構想、あと、

新庁舎建設基本計画の策定と市の方針を示した、節目ごとに市議会としても議決事項等をし

ていただき、重大な決断、議決、承認をいただいてきた庁舎整備の経緯、本市の事情を勘案

すると、この６月定例会での条例改正上程が最も合理的で妥当性があるということで判断を

しております。 

 根拠についてお尋ねでした。 

 該当条例の改正時期については、新庁舎の建築着工前とするか、建設完了後とするかは各

自治体の事情によっていずれでも差し支えないというのがありますけれども、建設に必要な

財源の見通しも立たない時期に制定することは適当ではないと、こういった行政実例があり

ます。こういうことが示されていることから、本市でも財源をお示ししました新庁舎建設基

本計画及び新庁舎建設の本格的な始動となり、予算上も大きな支出となる令和５年度新庁舎

関連予算の議決承認後の今定例会上程が適当ということで判断をいたしました。 

 また、該当条例には、市役所の位置、住所、地番、こういった部分の明記をする必要があ

ることから、新庁舎の位置を明確に示した基本計画の承認後の今定例会条例が適当というよ

うな根拠でございます。 

 ２点目になります。 

 塩田地区の不安をあおるのではというような内容だったかと思います。 

 今回の条例改正では、現時点で明確な施行日の設定が難しいことから、他自治体でも庁舎

位置の条例制定時によく用いられております、「規則で定める日から」というようなことと

しております。 

 具体的な条例施行日につきましては、新庁舎完成後の、実際に１庁舎体制へ移行する日か

らということで考えております。 

 当然、今回の条例改正をもってすぐ、即座に現嬉野庁舎の市役所としての位置づけが変更

されるものではございません。あと、本市において大きな論点となっていた行政運営体制の
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１庁舎集約と、集約後の新庁舎位置など、本市の事情を鑑みると、今回の条例改正が地方自

治法第４条に基づく特別多数議決にもかかわらず、建設後とか、建設事業進行中の条例改正

では、重要な議決の後議決、後出しですね。また、既成事実が５の手続的な提案ということ

になってしまい、市民や市議会に対してしても不誠実なステップになるのではないかという

ことで考えております。 

 最後に、３点目になります。 

 現塩田庁舎の表示についてです。現在、２庁舎、分庁体制では、塩田の事務所の位置に加

え、分庁の位置として塩田、嬉野、両庁舎の２つの位置を明記する必要がございます。しか

しながら、今回の改正では、行政運営体制を１庁舎に集約することから、新庁舎の位置のみ

の表示ということになります。現塩田庁舎に行政窓口を設置する際には、別に設置条例を制

定するということになろうかと思います。 

 まず、大前提として先ほども申し上げましたとおり、今回の条例後すぐに市役所としての

現嬉野庁舎の位置づけがなくなるものではございません。基本構想や基本計画には、塩田地

区の行政サービス低下を招かないような、また、より利便性が高まるような、そういうよう

な、現塩田庁舎を活用した行政窓口の構築を基本方針として掲げておりますので、現塩田庁

舎は、今後新たな行政機能を有した施設としての位置づけをする新条例が必要ということで

考えております。 

 また、今後検討していく、現在検討しております塩田庁舎等利活用の内容によっては、例

えば、市民活動の拠点となるなど、ほかの機能も併せ持つ複合施設としての新施設設置条例

となるような可能性もあるかということで考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 １点目の根拠ということで話を聞いたわけなんですが、今、庁舎建設という考えの中で、

まだ影も形もない中でこの位置条例を先に決めても、これはちょっと何かおかしくないかと

いう点と、各ほかの市町を見ても、やはり庁舎がきちんと建って、その位置がはっきりして

から議会の特別議決案件として庁舎の位置条例はほとんど決められておるわけです。その点

についてどういう考えであったのか、伺いたいんですけど。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えいたします。 

 着工前ですので、計画段階ですので、影も形もないというような部分は理解をいたします
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けれども、そういった中で位置の部分は、本市のほうで非常に論点になったところですので、

ここをまず、市議会、市の方にお示しするのが筋じゃないかというような考えです。 

 ほかの市町の例を申しますと、様々な時期に上程をされているというのが現状ですので、

議員御発言の、建設後とか、それに近いところでの条例の上程という部分が全てそうされて

いるということではないということで認識しております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口虎太郎議員。 

○８番（山口虎太郎君） 

 ３回目です。 

 今、説明を聞くわけなんですが、大体、塩田庁舎の利活用とか、そこら辺での市のほうの

はっきりした具体的な方向性もまだ出ていないというところもあります。ここで急いで移す

というよりも、むしろ新庁舎がきちんとできて、その中で市民の皆さんの了解も得ながら、

議会も特別議決案件としてきちんと処理をしたほうがいいんじゃないかと考えるわけです。

私の意見としてはそう考えます。あと、市長、どうですか。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 この条例の成立後、直ちに塩田庁舎の位置づけが失われるわけではありません。その上で、

先ほど課長も答弁しましたように、建設前にそういったつくると、後戻りは建設し出したと

きに現実的にやっぱり不可能だと思われますので、そういったところで後戻りできない状況

になってから議決をお願いするというよりかは、この入口の時点で議決をいただくというこ

とが、市民に対してより誠実な態度であるというふうに判断をいたしましたので、今回のタ

イミングでの上程となっているということで御理解を賜りたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、古川英子議員。 

○３番（古川英子君） 

 先ほどの山口虎太郎議員の３番目の質問とほぼ同じなんですが、内容的に私が思うにはの

ところで質問をさせていただきます。 

 庁舎を移転、条例ということ自体は、建つということを決めてあるんだから、それ自体は

問題ないのかなと私は思っております。ただ、山口虎太郎議員もおっしゃったように、塩田

庁舎のどういうふうな形で持っていくのかということと、この間、市政のところで、６月か
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ら９月までに人数を集めて検討をするというようなことも出ておりましたので、何らか、塩

田に関してはいつ頃とか、そういう先の、そういうのがきちっといつ頃までにはお知らせで

きますよとか、そこら辺も踏まえて何か言っていただいたら。ただ、嬉野とかいうところだ

けを出されるので、すごく反感ではないんですけど、違和感があるんですけれども、塩田庁

舎に関して、ここで聞くのはちょっと一般質問になるのかなと思いますけど、先ほどの考え

ていくということをおっしゃいましたので、大体それが何月ぐらいに、何月議会ぐらいに出

るのかなということが分かったら教えていただきたいんですけれども。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えいたします。 

 塩田庁舎の位置づけの関係だと思います。先ほどのお答えの中にもありましたけれども、

行政窓口のみでの設置ということであれば、それに基づく行政機能の庁舎の設置の部分で、

すぐにでも、その部分はある程度、窓口を置くということは決定していますので、それに合

わせた部分での条例は御提案できるのかなということでは考えています。 

 先ほどありましたように、現在、塩田庁舎の利活用等検討委員会、この部分で行政機能プ

ラスですね、プラスアルファの部分を今検討、いろいろ案を出してもらって、そこを検討し

ていって、今後、塩田地区の庁舎の活用の基本構想のような形で打ち出していきたいと考え

ておりますので、その構想をもって、どういった機能なのかというのがはっきり打ち出せる

かという部分が今のところ不明ですので、上程がいつかという部分ははっきり申し上げられ

ませんけれども、確実に、塩田庁舎の行政窓口の位置づけは必要ということで考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 古川英子議員。 

○３番（古川英子君） 

 ありがとうございました。９月までいろんなところで話合いがあると思いますので、でき

るだけまとめた内容を早く皆さんに知らせることができるようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 答弁はいいですね。 

 次に、増田朝子議員。 

○11番（増田朝子君） 

 同じく、嬉野市役所の位置を定める条例についてお尋ねいたしますけれども、私も、どう
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して今回の上程でしょうかという質問をしております。 

 ぱっと見たときに、何で急ぐ必要があるのかなというところを感じたところですけれども、

先ほどの課長の答弁で理解はするものの、例えば、この位置条例というものが地方自治法で

は、いつからいつまでのうちに条例を制定しなきゃいけないかというのはどうなんでしょう

かというのをまずお尋ねしたいと思います。 

 それと、今回の位置条例の上程と合併特例債の関係はありますでしょうか。例えば、いつ

上程したらどうとか、これが遅くなったら合併特例債は使えないとかというのがあるんで

しょうか。まず、そこをお尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えいたします。 

 まず、条例の制定、いつからいつまでというようなところで御質問がありましたけれども、

先ほどの答弁の中にもあったかと思いますけど、今回、公の施設の設置ということで建設を

伴うものでございます。この建築の着工前に上程をするのか、着工後に上程をするのか、そ

れはどっちでもいいと、差し支えないと。でも、ある程度これくらいかかるという予算の部

分の財源等の計画については、これは示す必要があるのかなということで考えていますので、

そのお答えとしては、いつまでというのはないと。それぞれの各自治体の状況によって決定

をされるものですので、決まりという部分はないということで考えております。 

 それと、２点目の、今回の条例と合併特例債の関係というところだったと思います。新庁

舎建設基本計画の財源の項目、財源の検討においても、市の財政負担を大きく軽減させる合

併特例債の活用は一番の優先事項ということで掲げております。本市の新庁舎建設が合併特

例債の活用条件である合併市町の一体性の確立とか、あと、公共施設等の統合整備という部

分が活用事業になりますので、この部分にそごなく合致するように、本格的な新庁舎建設事

業の始まり、始動となるこのタイミングで行政運営体制の１庁舎集約の方針を条例の面から

も明確にすることが、令和７年度に確実に起債実行をする、そういうことに必要ということ

で市で判断をいたしたというところでございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 増田朝子議員。 

○11番（増田朝子君） 

 まず、先にお尋ねしました位置条例を定めるべき期限が、地方自治法にはどのように記載

されていますかというお尋ねをしました。別に嬉野市の状況じゃなくて、地方自治法の中で、

位置条例が絶対いつまでにしなきゃいけないとか、いつからいつまでのうちにしなければい

けませんよというのを地方自治法の中ではどのようにうたっていますかというお尋ねをさせ
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ていただきました。 

 それと、合併特例債との関係ということですけれども、これも関係あるんですけれども、

位置条例と合併特例債の関係はあるのかないのかと、ただそこだけの御質問です。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えいたします。 

 地方自治法第４条に、地方公共団体の事務所の設置または変更という部分がございます。

これには、変更をしようとするときは条例でこれを定めなければならないという部分があっ

て、第２項に、住民の利用に最も便利であるようなとか、いろいろ協議、合意形成の下にと

いう部分があるかと思います。それと３項に、これは特別多数議決の３分の２ですよいう部

分がありますので、議員がおっしゃられた、いつまでにやっておかなくちゃいけないという

ような条項はないということで認識しております。 

 それと、合併特例債のことですけれども、本市、嬉野市としては関係性がもちろんあるも

ので、ここで上程をするのがベストというような考えの下で上程をしております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 増田朝子議員。 

○11番（増田朝子君） 

 今の課長の答弁から申しますと、位置条例というのは、新しく、ちょっとぎりぎりでは、

開庁してからでも、別に地方自治法違反ではないという理解でよろしいんでしょうか。 

 それとあと、私もこの位置条例についてちょっと調べさせてもらったときに、住民の理解

という文言がありました。そういった中に、先ほどから出ていますけれども、塩田区民の皆

様のこれまで経緯がいろいろありましたけれども、そういったのを勘案したときに、考えた

場合に、本当に今回の上程が正しかったのかどうかというのがちょっと疑問でなりません。 

 というところで、再度お尋ねいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えいたします。 

 時期についてですけれども、開庁してからではもちろん遅いということで考えております。

ですので、その前にする……（「地方自治法ではどんなでしょうかと」と呼ぶ者あり）そこ

は規定はございません、先ほどから申しておりますように規定はございません。ですので、

本市の事情に応じて今回提出をさせていただいているというような中身になります。 
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○議長（辻 浩一君） 

 暫時休憩します。 

午前10時40分 休憩 

午前10時41分 再開 

○議長（辻 浩一君） 

 再開します。 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えいたします。 

 市民の理解というような御発言が先ほどありましたけれども、行政運営体制や新庁舎の位

置の妥当性、優位性については、これまでも各段階において市民、各地区、各団体からの

様々な御意見や提案、懸案、そういったものを承りながら検討委員会のほうで協議、検討を

重ねてきたわけでございます。 

 総合的に市が判断し、方針としてこういった形で基本計画まで策定をして、最終的に議会

としての議決をいただいた。この経緯が、一定の市民の理解と適正な合意形成の下、事業を

推進しているものということで考えております。 

 今回の条例も、その段取りを十分に踏まえた提案であるということで考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 議案第30号の嬉野市役所の位置を定める条例について質問をいたします。 

 通告書に書いておりますように、１から５番目までの質問がありますので、そのとおりに

読ませてもらいます。 

 １番として、市役所の位置を定めるとある土地の地番について大字下宿乙1185番地なんで

すけど、移転後の新庁舎は全てこの乙1185番地の地番上で建設できるのか、お伺いいたしま

す。 

 ２番目として、今６月議会に上程される理由をお伺いいたします。 

 ３番目として、予算を伴う条例を制定する場合に、地方自治法第222条第１項、２項があ

りますけど、１項の規定については地方自治体の財政の計画的で健全な運営を確保すること

を目的として設けられております規定でありますので、予算を伴う条例、規則等についての

制限として、「普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに

予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが

得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。」とあります。地方自治法第222
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条１項並びに２項もありますけど、１項では、「必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見

込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。」とあります。 

 嬉野市役所の位置を定める条例の提出は、予算先議原則、予算が先に議決される原則の

ルールに従い、予算が先に提出され、審議、可決された後に提出すべきと考えますが、いか

がでしょうか。 

 ４番目の質問として、市役所の位置を定める条例が特別多数議決とされておりますのは、

位置を変更するに当たっては、住民の利用に最も便利であるように、交通事情並びに他の官

公署との関係等について適当な考慮を払わなければならないとの注釈があります。言わば、

その決定、あるいは変更については慎重になるようにするとの趣旨でありますので、住民、

あるいは嬉野市民への理解が十分に得られるような十分な説明、あるいは、市長が常に申し

ておられるように対話、市民との膝を突き合わせた対話とおっしゃっていますので、その対

話が必要ではないかと思います。これをお伺いいたします。 

 ５番目として、市役所の位置を定める条例を提出する場合には、塩田庁舎の設置条例、い

わゆる出張所なのか、あるいは支所なのか、あるいは廃止になるのか、これは市民の方の重

要な案件でありますし、重要に注視していらっしゃいます。 

 それで、明確に定めて、その条例も同時に提出し、市民に安心と理解を得るべきじゃない

かと思います。 

 以上、５点についてお伺いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えいたします。 

 まず１点目、建設の地番についてでございます。新庁舎建設の敷地については、現嬉野庁

舎の所在地、下宿乙1185番地と、現嬉野文化センターの所在地、下宿乙1298番地に一部かか

る見込みということで考えております。 

 現嬉野文化センター、図書館ですけれども──は、解体せずに引き続き活用をいたします

ことから、所在地番はそのまま下宿乙1298ですね。新庁舎の所在地は、これまでも現嬉野庁

舎がある地番ということで、代表地番で下宿乙1185番地とする予定でございます。 

 ２番目の、上程される理由については先ほどお尋ねいただいた内容が全てということにな

ります。 

 ３番目の地方自治法第222条第１項により建設費の予算の先議、予算可決が先ではないか

というような御質問でございます。本市新庁舎整備事業においては、財源計画を示した新庁

舎建設基本計画及び新庁舎建設の設計業務など、本格的な始動となる令和５年度新庁舎関連

予算の承認をもって、新庁舎建設に必要な予算上の措置が的確に講ぜられる見込みが立って
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いるものということで考えており、地方自治法第222条第１項の趣旨である、本市の財政の

計画的で健全な運営を阻害するものではないということで考えております。 

 先ほどもありましたように他自治体の新庁舎建設においても、実例として基本計画策定時

に上程をされる自治体、設計予算上程のときに上程をされる自治体、建設工事予算上程のと

きに上程をされる自治体、あと、工事請負契約議案上程のときに上程をされる自治体、各自

治体様々な、その自治体の事情によって判断をされ、上程をなさっているというようなこと

で、そういうような状況になっているようでございます。 

 続いて、４番目の位置の条例改正、もっと慎重に十分な対話、議論を尽くしていないので

はというようなところかと思います。これまでも個人の意見、様々な御意見をいただきまし

た。非常に大切なことだと認識をしております。そういう中で、市としては体制的な大きな

流れの中で総合的な判断が必要になるということで、このような形で基本計画の策定をした

わけであります。その上での方針ということでございますので、議論を尽くしていないとい

うようなところは、こういったステップを踏ませていただいているというようなところで御

理解をいただきたいということで考えています。 

 それと、５番目について、塩田庁舎の行政窓口の部分についても同時に提案すべきではな

いかというような位置づけの問題だと思います。塩田庁舎の行政機能、これとプラスアル

ファの部分の検討を今し始めたところでございますので、現時点では明確な位置づけができ

ないということで今回同時ではないと。でも、先ほども申しましたように、必ず、塩田庁舎

の窓口、行政機能の位置づけは必要ということで考えております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 ２回目の質問をさせていただきます。 

 １番目の質問についてなんですけど、新庁舎建設予定地が下宿乙1185番地で、一部1298番

地にかかるということで、代表地番を持っていくということなんですけど、いずれ合筆とい

う手法を取らなくていいのですか。その場合は、また再度、登記の申請があるのではないか

と思いますけど、そこの合筆とかは必要ないのでしょうか。それが１番目の質問です。 

 そして、２番目の質問に対しては、今回この位置条例というのが地方自治法第222条の位

置について、本当に適切に法令を遵守してあるのかというのが甚だ疑問です。というのが、

まず、言いますように、皆さん御承知のように予算先議原則、あるいは予算先議原則を遵守

し職務を遂行されているとおっしゃいますけど、新庁舎建設の今まで直接な経費予算が提言

されているとは、上程されているとは、私も記憶にありません。基本構想、基本計画、基本

設計、実施計画を順次策定していく中で、予算が明確に示される段階。そして、それを明確
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に示されて議会に上程し、可決された段階で移転を定める条例の審議ができると思われます。 

 今回の位置を定める条例は、予算先議原則、要するにこの嬉野市議会で、この場で、市議

会で新庁舎の予算が審議され、あるいは可決されたでしょうか、ちょっと私も最近ぼけてお

りますので、記憶にありません。 

 そして、地方自治法第222条にありますように、必要な予算上の措置が的確に講ぜられる

見込みが得られるまではこれを議会に提出してはならない。また、２項については、必要な

予算上の措置が的確に講ぜられる見込みがないときはこれを制定し、あるいは改正してはな

らないと地方自治法第222条があります。嬉野市議会としても、嬉野市としても、この法令

に遵守した地方行政を遂行すべきじゃないかと思いますが、法令遵守、あるいは予算を嬉野

市議会に上程されたことがあるのか、そこを明確に。それと、法令遵守をして嬉野市の行政

を遂行していかれるのか、それを２番目の質問といたします。 

 ３番目の質問は、特別多数議決というのが今回初めて議決案件というので議会に示された

んですけど、これは十分に議論する時間が必要だったと思います。というのは、やはり市民

への理解が得られるためには、市役所の位置ではなく、どのような施設を建設し、どれだけ

の予算がかかるのか、行政からの明確な説明があり、それを議会で審議し、可決して初めて

設置が決められる。また、市民への説明も特別多数議決の意味の重要性からしても、やはり

時期尚早ではないかと思います。その特別多数議決というのを、重大な議決事案というのを

鑑みていただくにも、やはりこの嬉野市議会で予算審議議決というのが重要な案件じゃない

かと思います。 

 ５番目の質問として、市役所の位置を定める条件を提出する場合は、塩田庁舎の設置条例、

いわゆるさっき言いましたように出張所になるのか、あるいは支所になるのか。出張所に

なったら何人なのか、５人なのか、10人なのかと、そういう議論をなさっております。やは

り市民の方は、まだ目に見えない建設状態でありますので、それを明確に示してから、そし

て市役所の位置条例を定めてから市民に理解を得たら市民の方も安心なさると思うんです。

そういう段階を踏んでいただいて、地方自治法第222条をちゃんと遵守していただければ、

市民の方も安心するんじゃないかと思います。 

 ということで、５番目の質問は、塩田庁舎の設置条例を併記で上程するべきじゃないかと

思います。 

 以上、４つの質問をお願いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えいたします。 

 まず、１点目の地番についての合筆登記の関係だと思います。代表地番ということですの
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で、1185の代表地番で、これまでのいきさつもあります。いきさつというか、1185が嬉野庁

舎だったといういきさつですね。これから考えても、1185が庁舎、市役所で、1298が、引き

続き活用をしますので、現時点では、使っている間は文化センター、図書館が1298とすると

いう部分が妥当かなということで考えておりますので、合筆等々をする必要は現時点ではな

いということで考えております。代表地番ということでの1185ということになります。 

 それと、地方自治法第222条の法令遵守という部分だと思いますけれども、議員先ほどか

ら予算先議のことをお話しされているかと思います。ここの地方自治法第222条については、

予算可決を条件としての上程という部分はございません。新庁舎に必要な予算上の措置が的

確に講ぜられる見込みが立っていると考えていると、こちらのほうは、市側としてはそう

いった形で考えていると。その分を掲げている基本構想、これを議会のほうでも承認をして

いただいた、これは大きなことだということで考えておりますので、基本計画の中に予算の

検討を掲げておりますので、この分についての議決をいただいたというようなこと、これは

大きなことだということで考えておりますので、地方自治法第222条の１項の趣旨である財

政の計画的で健全な運営、これを阻害するものではないということが言えるということで、

こういった形での上程、この時期での上程ということになります。 

 それと、３点目についてですけれども、十分な説明、対話ということで、先ほどお話しし

たとおりなんですけれども、行政運営をしていく仕組みとして、地方自治体の二元代表制に

おける首長の方針、提案に対して議会のほうが議決、承認をいただいたという、そういった

正当な進め方。その前提には、もちろん、市民の意見聴取、聴くという部分は聴いて反映を

させていくというような部分は十分に考慮した上でこういった判断をさせていただいている

というようなところになるかと思います。 

 それと、最後の塩田庁舎の条例の位置づけですけれども、これも、先ほどお話しをしまし

たとおり、同時期に行政の窓口だけということで上程は可能かとは思いますけれども、その、

さっきプラスアルファの部分に協議を今からして設置条例を上程したいということで考えて

いますので、現状では、塩田庁舎の位置づけという部分がこういった形で次の改正、施行さ

れた以降にはもちろんなりますけれども、今回上程の分には明記がされていないというよう

な状況ですので、そこは御理解をいただきたいということで考えています。 

○議長（辻 浩一君） 

 芦塚典子議員。 

○13番（芦塚典子君） 

 あと２項目について質問いたします。 

 ３番目の地方自治法第222条の１項、２項という件に対してなんですけど、基本構想、基

本計画をこの議会で皆さんが承認していただきましたので、財政の必要な予算上の措置が的

確に講じられたと思い、認識し、今回この位置条例を提出いたしましたということなんです
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けど、この地方自治法第222条１項並びに２項、重要な法律だと思います。やはり地方自治

法を遵守していくのが行政の仕事じゃないかと思います。そして、今まで遵守していかれた

ので、本当に市民の皆さんが安心して、市役所の方たちとか市の行政というのを認めてこら

れたと思います。ただ今回は、基本計画を承認したからこの財政措置を認めたということに

は当てはまらないと思います。やはり地方自治法第222条、これを十分に検討すべきじゃな

いかと思います。 

 それで、１項も２項も、まず、予算措置が十分でないときは、適切でない場合は、まず議

会に提出をしてはならないとあります。２項は、提出した場合は、制定して、あるいは改正

してはならないとあるんですよ。これが基本計画を認めたからといって、皆さんが、あるい

は市民の人が、はい、どうぞとは言わないと思います。やはり基本計画、実施計画、あるい

は建設の施工に当たる段階で、どのようにこの市役所ができていくのか、それがしっかり市

民の方に理解できた場合に、財政措置というのを皆さんに賛成していただけると思います。 

 今回は、市民の方が余計不安がっているんです。ちょっとあまり、ここまではと思ったん

ですけど、これを決めて財政をどんどんと建設費を増やしていくんじゃないかと。今50億円

だけど、1.2倍、1.4倍になりますよという説明がありました。それで、この50億円が60億円、

70億円になっていくのではないかと、皆さん、市民の方が危惧しております。 

 それと、これの位置条例を先にしたら、もう一つはやはり塩田庁舎の不安があります。ど

のようにしていくのか。予算がないから塩田庁舎は改築とかできないとか、そういう場合が

あるのではないかと、市民の不安だらけなんですよ。だから、いつも市長が言いますように、

ひざを突き合わせて、対話を十分にしていくとおっしゃっているので、対話、あるいは説明、

それから財政計画を議会にもう一回上げ直してください。そしたら、市民の方も安心し、私

たち議員も、やっぱり地方自治法に遵守した行政のあり方というのを皆さん心得ております

ので、ちゃんと見ております。だから、地方自治法に遵守した、そういう上程をしていただ

きたいと思います。だから、今回の唐突なあれは地方自治法に不適切だと思っております。 

 それと、先ほど一番最後にこれも言いましたけど、塩田庁舎が本当に皆さん方に理解でき

るような、安心できるような行政、それを示していただきたいと思います。 

 以上、２つでけど、もう一度、市長からの答弁をお願いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 まずもって、３月議会におきまして基本計画につきましては御賛同をいただきました。芦

塚議員も本当に地元という中で、いろいろなお声のある中でも御賛同いただいた、非常に重

い決断だったんだろうなと思っております。これを感謝と言うのはちょっと違うかもしれま
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せんけれども、本当に議員の判断として、心からの敬意を表したいというふうに思っており

ます。 

 そういった上で、今回、基本計画の中にも長期的な財政の計画についても明記をさせてい

ただいております。そういったこともありますので、また実施設計であったりとか、そう

いったところの予算につきましても御承認をいただいております。そういったところで勘案

すると、この法令違反という御指摘は当らないのではないかというふうに考えております。 

 その上でありますけれども、今後の御懸念の点も十分理解もできるところでもあります。

塩田庁舎の利活用のあり方の中であったりとか、また、こうした建設の上振れの懸念につき

ましても、一つ一つ議会の皆さんに説明もしながら、また、必要に応じて議決もいただきな

がら、事業を前に進めていきたいというふうに思っております。仮に本条例について御提案

をいただきましたから建設費が青天井に上がっていくとか、塩田庁舎の今現時点で合意して

いることについて、議会であったりとか、市民の皆さんの同意なしになかったことにすると

いうことはあり得ないというふうに考えておるところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、阿部愛子議員。 

○４番（阿部愛子君） 

 位置条例についての質問ですけれども、塩田町の皆さんにアンケートを取られましたよね。

アンケートの結果を公表されてからでもよかったのではないかという私の意見と、あと、ア

ンケートの結果はいつ頃出るのかなというのをお聞きしたいです。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えをいたします。 

 塩田庁舎等利活用のアンケート結果の後でも上程はよかったんじゃないかなというような

ところだと思いますけれども、塩田庁舎等利活用のアンケートにつきましては、今後の塩田

庁舎や周辺公共施設の具体的な活用策を見いだしていくために実施をいたしております。こ

のアンケート結果や塩田庁舎等利活用検討委員会での協議を経て策定を予定しております塩

田庁舎等利活用基本構想、この分はしっかり検討をしていくわけですけれども、この内容い

かんによって市議会でも議決承認いただいた１庁舎体制集約後の新庁舎の位置というものが

変わってくるものではないということで、今回の条例改正と塩田庁舎等利活用検討とは切り

分けて進めていくということにしております。 

 アンケートの公表ということですけれども、一応の提出の締切りの部分は期限が来ており

ますけれども、まだ幾らか御意見をいただいている部分もあります。今後、検討委員会のほ
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うでまず公表して、全体的にもそういった検討委員会の議事録等々でも、そのアンケート結

果という部分はお示しをすべきかなということで考えております。 

 今月末に一度検討委員会のほうは予定しておりますので、そこで協議の場を持つというこ

とは予定をしております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 阿部愛子議員。 

○４番（阿部愛子君） 

 アンケートの検討をするということは理解しました。 

 私が思ったのは、そのアンケートの結果を踏まえてね、塩田庁舎の利活用がはっきりした

上での提案でもよかったのかなと考えたから質問しました。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えをいたします。 

 塩田庁舎、塩田地区の行政窓口については、設置を基本計画のほうでもうたっております

ので、この分については確実に設置をする。それプラスアルファの活用の部分、市民の活動

拠点であったり、そういった部分の内容も、開設、設置をするときは条例に盛り込むような

検討になるんじゃないかというようなことで塩田庁舎に関する部分の今回の条例上程には

至っていないというようなところですので、ここの協議を待って、皆様の意見を聞きながら

条例の上程時期、そういった部分も検討してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 ほとんど出尽くしましたのであれなんですが、私は２点、なぜ、この時期での上程か、塩

田庁舎について何の明記もないがということで質問をしております。 

 今までいろんな方が質問をされましたので、大体の内容は把握しました。それで、この時

期というのが、要するに基本構想、基本計画というものを議決した、議会としてですね。そ

ういう中で、予算的にも計画が立っているという、そういう中、そういう時期において、市

民の皆さん、あるいは議会へ誠意を示すためにも、基本構想、基本計画、これを１庁舎体制

で嬉野に庁舎を建てますということで計画をやったわけだから、議決をしたわけだから、そ

れに沿って今回、庁舎の位置だけを嬉野の庁舎にすると。それで、塩田庁舎においては検討

委員会等が今開催をされており、その庁舎がどういうふうな生かされた方をするかによって、
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今後、条例等の改正がなされていくというふうに理解しましたけど、それでよろしいですね。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えをいたします。 

 そのとおりでございます。塩田庁舎の条例については、改正というより新しく設置をする

というような形で、新しい公の機関として設置をする。その中で、行政機能だけの部分でよ

ければ今回上程、お出しできたと思いますけれども、そこのプラスアルファ、複合施設とし

ての機能の部分も今後のいろいろな検討の中で出てくるんじゃないだろうか、市としてもそ

ういった活用の仕方の部分を盛り込みたいというような意向もございましたので、時期につ

いてはそういった形ということで御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 １点だけね、私思ったんですよ、これを見たときにね。我々は家を建てるときに金融機関

からお金を借りてやるんですけど、そのときに、例えば、その持ち物が誰のものかも分から

ない、どこに建てるかも分からないのに金融機関からの書類に書けない。そういう中で合併

特例債、これは特例債という借入れですから、だから、国の借入れというかね、特例債を使

うのに対して庁舎の位置というもの、これからあなたたち建設をするのに、ちゃんとしたそ

れじゃないとできませんよみたいな、そういうふうな縛りというかな、あったのかどうかな

というふうには思ったんですが、逆に言えば、ちゃんとこういうふうに決まっているから間

違いないですよというふうな、非常に優等生的な嬉野市というものを持っていくための一つ

の考え方もあったのかなというふうな気がしたんですが、その点についてはいかがですか。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えをいたします。 

 今回の上程と合併特例債の関係は、先ほども御質問にあったかと思いますけれども、合併

特例債については非常に重要な財源とする予定としておりますので、県のほうとも慎重に協

議を進めている、現在も進めているところでございます。 

 活用に当たっては、先ほどの活用、どういった事業に使えるのかという部分の条件という

のがありますので、その整備をしていく、段取りよくやっていくという部分、それと、それ

を的確に行うという部分は非常に重要だと認識をしております。これは基本構想を上程した
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とき、策定したとき、基本計画を段階段階において、常にそこは意識しながらやってきたと

ころではございます。 

 それで、その上で今回はこのタイミングで合併特例債活用のために段階を踏むというとこ

ろで、条例上のそういった明確な位置づけというものは必要と市のほうが判断をしたという

ことでの上程ということで御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 基本構想、基本計画──基本計画の中に、何を財源として持っていくのか、そういう中で

合併特例債等々を使いながら造りますよということで、それを協議していく中において、

じゃ、こちら側としては、どこにどういった形で庁舎を造りますというそこら辺の整備も

ちゃんとやって持っていきたいというふうな答弁だったろうというふうに思います。 

 とにかく、市民のといいますか、塩田の市民の方の不安とか、先ほどからいろいろ質疑が

出ていますけれども、要するに塩田庁舎の今後のあり方、これが一番なんですよね。だから、

そこら辺を、今ある庁舎、これをどう生かすかということをとにかく早急にと私は必要ない

と思うんですよ。要するに、今のままで新しい庁舎が建つまではいくわけですから、そのあ

い中に、慎重に本当に議論を重ねていただいて、塩田の市民の方々が本当に納得いくような

形での塩田庁舎のあり方、これを条例にするのか、どういうふうな形になるのか分かりませ

んが、慎重に検討してやっていただきたいということだは要望して終わります。答弁はいい

です。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、大串友則議員。 

○２番（大串友則君） 

 私も、ある程度のことは理解をできましたけれども、３番目と４番目のところだけで質問

をさせていただきます。 

 塩田庁舎のことで、今後、複合施設とかのプラスアルファの部分も提案を受けながらの、

新しい条例の設置も考えられるということで答弁をされていましたけれども、塩田庁舎の利

活用の検討委員会のスケジュールを見たら、今年中には少なくとも塩田庁舎利活用の基本構

想の案が出るのではないかなという感じがします。私的には、そこが出て、塩田庁舎が今後

大まかにどうなっていきますよ、どういうことができてきますよというのが、市民に明らか

になった上で、じゃ、この嬉野の本庁舎の位置条例を変えていきますよというのを同時に出

されたほうが、市民に対して安心を与えるんではないかなと思っています。 

 そこを１点聞きたいことと、あと、次の４番目の地方自治法第222条の件ですね。予算の
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措置の件ですけれども、今後、基本設計、実施設計を行っていく中で、建設費用が、世界状

況とかの何らかの原因でもし建設資材とかが上がっていったときに、今の流れでいったら、

基本計画に賛成をいただいた、もし今回この位置条例に賛成をいただいているがために、も

う引くに引けない状況になってしまうがために、建設費用とかが大幅に跳ね上がっても進め

ざるを得ないという状況に陥らないのかなというのをちょっと心配しております。 

 この予算上の措置というのは、基本、建設費用の予算のところが明らかになった段階で、

着工する前でもこの位置条例の改正はいいのではないかなと思いますけれども、その辺はい

かがお考えですか。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えいたします。 

 塩田庁舎の条例、窓口の部分を含めた複合施設も考えられるといった条例の制定の時期に

ついてですけれども、現在、塩田庁舎等利活用検討委員会は３回実施をしております。今月

末に４回目を実施の予定をしております。夏の間に、幅広い方に参加をいただいてワーク

ショップの実施を予定しております。これは市報等でも今呼びかけをさせていただいている

ところでございます。 

 この辺の議論を集約はするんですけれども、構想は今年度内というような計画で一応は委

員の方にもお示しをして議論を進めてもらっているんですけれども、構想の段階でそこの位

置条例であったり、塩田地区の施設、ここを活用した施設の条例の中身が確定できるかとい

う部分はちょっと不明な部分がありますので、今、議員がおっしゃられたとおり、そこがあ

る程度固まってしまってということであれば、その時期というのは考えられるのかなという

ことでは考えています。 

 もう一点、先ほどからあります地方自治法第222条の関係でございますけれども、この位

置条例を承認いただいたからといって、先ほど市長からもありましたように、青天井で工事

費が上がるというものではないと。そこは、もちろんいろいろな手だてを、ほかの自治体も、

例えばこういった情勢ですので、かなり工事費全体額が上がっているような状況もございま

すので、中身の見直しを、設計の見直しをやったりとか、そういった部分で財政上の負担を

重くしないような策という部分は、これは十分に考えていく必要があると思いますし、今後、

工事費については、ある時点で上程、予算措置をお願いすることになると思います。この時

点で審議をいただくことだと思っておりますので、そこで慎重審議いただいて、その内容に

ついていろいろ御指摘等ある場合は御意見をいただけたらなということで考えております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 
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 大串友則議員。 

○２番（大串友則君） 

 そしたら、まず、１点目のほうの質問の再質問ですけれども、塩田庁舎利活用検討委員会

で今年度中に基本構想が定められて、それがそのまま進むかどうかも分からないという答弁

でしたけれども、新庁舎の建設自体の着工の予定が令和６年度の12月、あと約１年半ぐらい

期間があるかと思いますけれども、そこまでの間に塩田庁舎の利活用のほうがどうなるか、

基本計画ももしかしたら出るのではないかと思います。それと同時に、地方自治法第222条

の建設費の予算に関しても、慎重審議を行ってからと先ほど言われましたけれども、やっぱ

りそこで慎重審議をされた上で、そこの予算措置が議会の中で通った上で、本当、着工する

ときに位置条例って変えてもいいのではないかな。例えば、隣の武雄市は、基本設計、実施

設計が全て終わって、建設費用が上程されて、いざ着工するときに、直前に臨時会を開いて

位置条例を改正されたという事案もあるので、いろんな安心を考える、市民の安心も考えな

がら、庁舎ができてよかったねと市民の皆さんが思ってもらえるように、反対意見があまり

ないような形で進めてほしいなという気持ちがありますけれども、その辺はいかがですか。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えをいたします。 

 議員御発言のとおり、他の自治体については──他の自治体もいろいろな事情を抱えてお

られて、全く一緒の時期に全ての自治体が同じ考えでという部分にはなっていないのが本当、

現状でございます。武雄市の例を出されましたけれども、うちの本市の事情というのが、ま

ず、２庁舎体制を１庁舎体制にするという部分と、塩田の機能の部分を、本庁機能があった

部分を移転じゃなくて集約をするわけですから、嬉野に移転という意味では移転なんですけ

れども、集約をすると。ここは大事なポイントであったわけです。 

 それで、建設の場所に関しては、それが特に問題となっていない自治体については建設費

が上程されたり、契約の前なんかも、武雄市の事例だったらたしかそうだったと思いますけ

れども、そういった事例もあったようです。 

 でも、結構そういった論点が大きな論点となっている自治体については、そこは重要なと

ころと見て、早く上程をされているところもあるのも事実でございます。そういった合意形

成という部分は非常に大事であるということで考えていますので、今後もそういった部分で

理解をしていただけるような説明を尽くしてまいりたいと思いますし、それに関連した塩田

庁舎の条例については、時期、議論の進みの状況も、構想の状況にもよると思いますけれど

も、先ほどから申し上げています行政窓口の機能については、確実に設置条例を新しく設定

する必要がありますので、そういった形で考えております。 
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 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 よか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 これで議案第30号 嬉野市役所の位置を定める条例についての質疑を終わります。 

 次に、議案第31号 令和５年度嬉野市一般会計補正予算（第３号）の第１表 歳入歳出予

算補正についての質疑をます。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書の５ページから10ページまでの歳入について質疑を行いま

す。 

 １款．市税、２項．固定資産税、15款．国庫支出金、２項．国庫補助金、16款．県支出金、

２項．県補助金、18款．寄附金、１項．寄附金、19款．繰入金、第２項．基金繰入金、21款．

諸収入、５項．雑入、22款．市債、１項．市債について一括して質疑を行います。 

 質疑の通告はありません。 

 質疑を終わります。これで１款から22款までの歳入の質疑を終わります。 

 次に、事項別明細書12ページから26ページまでの歳出についての質疑を行います。 

 12ページ、２款．総務費、１項．総務管理費について質疑の通告があります。 

 ９目．地域振興事業費について発言を許可します。川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 それでは、９目．地域振興事業費、18節．負担金、補助及び交付金、補助金のコミュニ

ティ助成事業の2,200万円の分ですね。補正予算書では12ページで、主要な事業の説明書は

１ページとなります。 

 この事業は、財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として以前から行わ

れてきましたが、今回４地区が事業の採択を受けられました。この事業自体は、毎年地区の

ほうから募集をかけなければならないのか。それとも、１回応募すれば順番待ちというふう

な形で事業採択を待つような形になるのか、その辺の詳細な説明をお伺いしたいと思います。 

 それと──一括で申します。２つ目の、ほかにも採択待ちの地区はあるのかということで、

今回、合同常任委員会で諸井議員のほうからの資料請求で、下宿地区のコミュニティセン

ター助成事業の分が上げられています。その中に、この事業に関して、事業の説明を一緒に

お伺いしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えをいたします。 

 まず、本事業の目的や事業概要については、主要な事業の説明書のとおりとなります。 

 今回、自治総合センターで昨年度末に事業採択、助成金の交付決定がされたものが今回の
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予算計上と、予算措置ということになります。 

 順番の件ですけれども、各行政区から希望、要望を出していただきますけれども、これは

毎年出していただく必要はございません。順番が、１回出していただいて、その順番を待っ

ていただくというような形態を取っております。 

 各それぞれ、分野の区分がありますけれども、それによっては、県のほうからの申請上限

数というのがありますので、それから大幅に希望が嬉野市である場合は、今年は要望を止め

てもらって、待っているところを先に出すというような形ですので、この年度は要望を受付

がしていないというような場合もございます。基本的には要望をしていただいた順番ですの

で、そこは、こちらの台帳のほうで管理をさせていただいている状況でございます。 

 今回、コミュニティ助成事業の中で、コミュニティーセンターの分のお尋ねだったかと思

います。これは補助率が事業費の５分の３で、限度額が1,500万円ということでございます。

今回、限度額以上の申請を予定されていますので、その分で採択をされたということになり

ます。そのほかの事業については、全て10分の10ではございますけれども、コミュニティー

活動の備品の整備の分、この分が１件当たり250万円が限度。あと、轟・大野原地区自主防

災組織、この分が200万円というような上限があるというのが内容でございます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 説明ありがとうございました。大体分かりました。 

 今回頂いた資料の中に、コミュニティセンター助成事業で今も説明がございましたけれど

も、五、六年かかるということで、今回、新規の募集をかけていないということなんですけ

れども、今回、募集をかけないということは、五、六年かかるのに、またその分、募集をか

けなかった分の年数がちょっとかかるということですよね。その辺の説明をすみません。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えをいたします。 

 採択自体は、令和４年度、下宿地区が採択を受けて、令和５年度事業として実施をいただ

きます。これまで手を挙げていただいた自治体が、下宿地区以下、その後に希望を出してい

ただいているところが、今現在５地区ございますので、この順番は変わらず、うちのほうか

ら、この辺の申請──申請については順番待ちという形で来年度、申請は次にお待ちの行政

区のほうを申請いたしますので、それが通ったらまた市内での募集をかけるという形で、申

請自体は毎年行う予定ではいます。ですので、それが資料請求でお渡しした分では、県内20
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市町ありますので、その中で数年、５年から７年ぐらいごとに採択を受ける場合が多いよう

ですので、そういったことも考慮して一時、行政区からの手挙げはちょっと今回やっていな

いというようなところもあると思います。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 川内聖二議員。 

○10番（川内聖二君） 

 分かりました。そしたら、今５つ待ちですね。最終募集が令和６年度に原町さんのほうが

応募をされるということなんですけど、じゃ、５つということは五五、二十五年、原町さん

のほうに早くとも今の予定では大体25年ぐらいかかるというふうに認識してよろしいんで

しょうかね。 

○議長（辻 浩一君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（松本龍伸君） 

 お答えいたします。 

 予想のいつ頃というのがなかなか難しいんですけれども、あと、全体の枠と県との関係み

たいなところもあると思いますので、難しいと思うんですけれども、これまでの実績を申し

ますと、平成22年に１件、その後、平成27年に１件、その後、今回の令和５年ですので、５

年から７年に１回、申請は毎年行いますと、県へのですね。県というか、自治総合センター

への申請は毎年行いますと、採択を受けるまでというような形で行う予定でおります。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、13ページ、２款．総務費、３項．戸籍住民基本台帳費について質疑を行います。 

 質疑の通告はありません。質疑を終わります。 

 これで歳出２款．総務費の質疑を終わります。 

 次に、14ページ、３款．民生費、１項．社会福祉費について質疑の通告があります。 

 ７目．電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金費について発言を許可します。諸上

栄大議員。諸上議員、これは全部一括。 

○６番（諸上栄大君） 

 はい、よかです。 

 それでは、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業に関してお尋ねをしま

す。 

 主要な事業の説明書が３ページのほうに記載されておりますが、まず１点目、通告書に上

げておりますように、報酬、あるいは会計年度任用職員の２人というのが計上されています
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が、その期間。それと、事業の具体的なスケジュール。 

 ３点目に家計急変者などは今回対象とならないのかというところをお尋ねします。 

○議長（辻 浩一君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（山口貴行君） 

 お答えをいたします。 

 まず、会計年度任用職員２名の期間はというお尋ねに対してですが、令和５年７月１日か

ら令和６年３月31日までを予定しております。配置のほうは、福祉課１名、子育て未来課１

名、それぞれを予定しております。 

 次の、事業の具体的なスケジュールについてでございます。 

 令和５年度の住民税非課税世帯を抽出し、対象世帯への確認書の発送を令和５年６月末か

ら７月頭にかけて実施予定としております。それで、７月中旬までの受付分を確認後、第１

回目の振込を令和５年７月末頃と予定をしております。ただし、今、電算センター等の抽出

作業によっては、若干時間がずれ込むこともあるかと思います。 

 なお、その後に受け付けた分につきましては、提出を確認した分について随時振り込む予

定をいたしております。 

 なお、申請書の提出期限は令和５年10月末までとし、11月までには振込を完了したいと考

えております。 

 ３番目の、家計急変者等は対象とならないのかというお尋ねに対して、今回としては対象

といたしておりません。本事業につきましては、電力・ガス、食料品等価格高騰重点支援地

方交付金を今回活用した事業であります。その交付金の低所得者支援枠ということでの算定

基礎となっておりますのが、令和５年度の住民税非課税世帯のみを対象といたしております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 それでは２回目ですけれども、これは令和４年度に補正でも１回あっていて、先月で、こ

のときは総務・防災課で行われた事業かなと思いますけれども、大体その事業と同じニュア

ンスで捉えていいのかどうか。そうなれば、今回の予算の計上の所管が福祉課になったのは

何でだろうかというところが１点。 

 それと、先ほど10月末までに申請と、基本、申請が必要であるということですよね。非課

税世帯の方にプッシュ方式でやるという状況じゃなくて、基本、申請が必要だということで

理解をしましたが、それでいいのか。また、例えば、６月１日以降が基準日ですので、その

後の非課税世帯、新たな転入者云々に関しての対応はどのようにされているのか。 
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 それと３点目、これは主要な事業の説明書の事業費内訳の中に、負担金、補助及び交付金、

負担金が計上されておりますが、システム回収で負担金が121万5,000円とありますけれども、

これは、負担金で上がっていますけれども、その負担金の理由をお尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（小池和彦君） 

 １点目についてお答えをいたします。 

 前回は総務部門でやっていただいておりました。これはもともと福祉の目的のお金ですの

で、前回も当然、福祉部門でやるべきところではありましたけれども、いろいろな業務の都

合で総務のほうにお願いをしたというふうないきさつがあります。それで、今回は福祉課の

ほうに戻したというふうないきさつがあります。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（山口貴行君） 

 その後の御質問にお答えをいたします。 

 内容としては、基本的に給付とかの内容、要件については基本的に前回の給付金と同様と

なっております。 

 あと、２番目の質問で10月までの申請ということでなっております。前回の給付金のとき

も同様でございましたけれども、税の非課税世帯という方については、令和５年度の分の非

課税世帯というのは所管の税務課のほうで世帯が確認できますので、その方等を抽出しなが

ら、前回、給付金の申請をされている方については口座情報等の記載をした確認書というも

のを送らせていただいて、その給付に対する意志確認等を行った上で支給をするように考え

ております。 

 ただし、その分については、やっぱり住民票が、住民基準が６月１日時点でありますけれ

ども、１月１日時点の住民の方が課税情報がありますので、その後に転入された方について

は税のデータというがございませんので、その方たちについては申請が必要となってくるも

のでございます。この分、こういった制度がありますので申請が必要ですという方たちのた

めに、広報等を今からするように予定をいたしております。早速、簡易な内容につきまして

は７月号の市報で載せるように準備をいたしております。 

 また、その申請の仕方とか、様式等について決まり次第、ホームページ等でも再度回覧を

して、転入された方で非課税の方は申請ができるような形で準備をしていく予定といたして

おります。 

 それと、最後のシステム改修でございますけれども、これが委託料とかではなくて今回は
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負担金となっておりますけれども、これも杵藤広域の電算センターの中で、各構成市町も同

様のシステムを使っており、今回そういった改修業務につきましては杵藤電算センターが中

心になって行うということで協議がなされて、そういったことで決定をいたしております。 

 したがいまして、各市町宛てに電算センターの負担金という通常の庁舎内のＬＡＮとかの

システム等について負担金ということで請求が来ているのと同じような形で、このシステム

の改修費についても、負担金として杵藤電算センター、広域圏のほうに負担金を支払うとい

うことで、各市町がそれぞれ委託契約してしなくていいように、そういったことで事務の簡

素化もできるように、そういった形で負担金ということで今回させていただいております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 理解できました。広報に関しても簡単なフローチャート等をつくられて周知を図るという

ような状況ではあります。やはり転入された方への配慮というのは確実にして、申請漏れが

ないように行政のほうも広報をしていただきたいと思っているところなんですけれども、こ

れは先ほど１回目の質問で家計急変者というのが今回該当しない、今回上げていないという

ことで、令和４年度、昨年度に５万円給付されたときに、予算計上の中に家計急変者５名と

いう予算案が出ていたんですけれども、今回は全く家計急変者、この制度自体、そういった

枠がなかったのか、今回は非課税世帯だけにしたのか、そこをまずお尋ねしたい。 

 それと、もし後者のほうの家計急変者を今回外したというのがあるならば、そこのフォ

ロー、そういった支援をどのように考えていくのか、そこを最後にお尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（山口貴行君） 

 お答えをいたします。 

 今回の給付金につきましては、今までは国庫補助の直接でありましたけれども、今回は臨

時地方交付金の中の事業として実施をするようになっております。その分の低所得の支援枠

の交付金の算定基礎となっております分につきましては、住民税非課税世帯のみを対象とい

たしておりますので、今回、その家計急変者については除くといたしております。 

 当然、令和４年度で家計急変の方たち、そういった方たちにつきましては、引き続き低所

得が続いていれば、今年度の非課税世帯に含まれているものと想定し、その方たちが非課税

世帯であれば、その給付金の対象となるものでございます。 

 ただし、例えば、家計急変でもしそういった方で、今後やっぱり困っていらっしゃる方と

かいれば、今後、例えば本当に困っていらっしゃれば生活保護とか、生活困窮者と、そう
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いった形の中での相談があるかと思いますので、そういった方たちについては、そういった

支援を行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、15ページ、３款．民生費、２項．児童福祉費から16ページ、３款．民生費、３項．

生活保護費までについて一括して質疑を行います。 

 質疑の通告はありません。質疑を終わります。 

 これで歳出３款．民生費の質疑を終わります。 

 議案質疑の途中ですが、ここで13時まで休憩をいたします。 

午前11時52分 休憩 

午後１時   再開 

○議長（辻 浩一君） 

 休憩前に引き続きまして議案質疑を続けます。 

 次に、17ページ、４款．衛生費、１項．保健衛生費について質疑を行います。 

 質疑の通告があります。 

 ４目．予防費について順次発言を許可します。水山洋輔議員。 

○１番（水山洋輔君） 

 それでは、質問をさせていただきます。 

 医療機関への燃料費等高騰支援金事業です。主要な事業の説明書の７ページになります。 

 まず、１回目の質問ですけれども、診療及び新型コロナワクチン接種継続のための支援金

の対象として、病院、医院、歯科医院、調剤薬局が設定されている理由をお尋ねします。 

 ２点目に、議案第28号令和５年度第１号補正予算において新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業として、個別接種に応じた分の支援金を国庫支出金から出す事業があります

が、今回の、こちらの議案第31号の令和５年度補正予算の分については、さらにそこから１

回当たり400円を上乗せして支援金を支払うというふうに理解していいのか、お尋ねします。 

○議長（辻 浩一君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（小笠原啓介君） 

 お答えいたします。 

 １点目の御質問ですけれども、設定された理由ということですけれども、燃料費や物品、

これが高騰する中で、施設の維持管理費等の負担を軽減するため、地方創生臨時交付金を活

用して、燃料費等高騰支援事業として、医科、歯科、保険薬局を支援することといたしてお

ります。加えて、令和５年度まで新型コロナウイルスワクチンの接種事業が延長されました

ので、接種のための物品、施設管理等の負担軽減のため、ワクチン接種を実施する医療機関
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に支援をするということにしております。 

 それから、２点目の御質問ですけれども、上乗せして支援金ということですけれども、条

件が合えば、市の補助金、国の補助金、これは上乗せしてお支払いするということです。 

 内容的には、まず、市の今回お願いしている補助金ですけれども、令和５年度まで新型コ

ロナウイルスワクチン接種事業が延長されましたので、先ほど申し上げましたとおり、物品

や施設管理等負担軽減のため、ワクチン接種を実施する医療機関への支援ということであり

ます。 

 また、先ほど議員おっしゃられた国庫支出金から出す事業ですけれども、令和５年度から

各市町のほうに事務委託がされておりまして、この条件として医療法で定められている病院、

大きな病院ですけれども、これは除外されるということです。対象になりません。さらに、

条件として週100回以上の接種を行って、その週が、定められた期間に４週以上あって、な

おかつ、夜間、休日、時間外接種の体制を整えた診療所と、こういうふうになっております

ので、非常に厳しい条件となっております。最近のワクチンの配分を見ておりましても、対

象となる診療所というのが少ないのではないかというふうな懸念をしておるところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 水山洋輔議員。 

○１番（水山洋輔君） 

 承知しました。まだ今年度についても新型コロナワクチンの接種が継続するための必要な

ことということで承知しました。 

 ２個目の質問で先ほど言われたのは、要は国の条件に当てはまる病院が市内の病院ですと

か医院ですと少ないということで、そこの分の補助を市がやるというふうな理解でよろしい

でしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（小笠原啓介君） 

 お答えをいたします。 

 まずもって、今回の予算を計上しておりますのが燃料費等高騰支援事業ということで、市

内の病院、医院、歯科医院、調剤薬局、こちらのほうも大変苦慮されているというふうに聞

いておりますので、まずはその燃料費高騰対策ということでお願いをしているところです。 

 先ほど言われたように、国の条件もなかなか厳しゅうございますけれども、こちらのほう

で補塡していきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 
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○議長（辻 浩一君） 

 水山洋輔議員。 

○１番（水山洋輔君） 

 最後の質問になりますけれども、燃料費等高騰の分のということで御説明をいただきまし

たけれども、支援金についてそしたら何か用途等の、これに使ってくださいというのは定め

られたりしていますでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（小笠原啓介君） 

 お答えをいたします。 

 市の支援金としては、その用途等を指定したものはございません。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 私は、予防費の委託料の子ども等インフルエンザ接種費用軽減事業、主要な事業の説明書

は６ページのほうに記載されていますが、そちらのほうからの質問をさせていただきます。 

 通告書にも書いておりますが、補正予算で計上された理由。今回、なぜ当初予算で計上さ

れず補正での計上になったのかというところをお尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（小笠原啓介君） 

 お答えをいたします。 

 初めに、当初予算といたしましては１回1,000円の助成ということで予算を計上させてい

ただいております。それで、今回の補正で地方創生臨時交付金が活用できましたので、あと

1,000円を追加して、合計１回につき2,000円の助成とするというところでございます。 

 まず、当初から2,000円でいいのではないかという御意見もございますけれども、本事業

でもなかなか予算確保という面でも厳しいものがありまして、今現在、補助金や交付金の活

用ができればその時点で補正をするというようなことにもしております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 理解しました。 
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 あと、これは、今回は委託料で予算計上されていますけれども、事業内容の中段に助成額

が書いてありますけれども、そこの文面に、「交付要綱に基づく金額（2,000円）を委託料

として医療機関へ支払う」という表記になっておりますが、単純に、委託料の交付要綱とい

うのがあるのかどうか、そこを教えていただきたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（小笠原啓介君） 

 お答えをいたします。 

 子ども等インフルエンザワクチン接種費用ということですけれども、委託料として医療機

関のほうに助成をしておりますけれども、交付要綱（73ページで訂正）ということで、この

接種費用の軽減事業につきましては交付要綱（73ページで訂正）をつくっております。（発

言する者あり）はい。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 交付要綱があるとですね。（「あります」と呼ぶ者あり）あるとですね。（「はい」と呼

ぶ者あり）そしたらよかです。何か、ずっと例規集とか見よっても補助金の交付要綱という

のはあったんですけど、もちろん、この事業の実施要綱はあって、実施要綱に記載されて

あったんで、別に交付要綱をまたつくってあるのかなというところの質問ですけれども、交

付要綱はあるということで理解しました。 

 あと、最後の質問になりますけれども、これはいつも12月──その接種の期間はそのまま

変更はないということで解釈していいのか。接種期間の変更も今回予定されているのか、そ

こも踏まえてお尋ねします。 

○議長（辻 浩一君） 

 統括保健師。 

○統括保健師（佐熊朋子君） 

 お答えいたします。 

 以前は10月から12月というところでしておりましたが、一昨年ぐらいから、新型コロナワ

クチンが思ったように病院に、手元に届かないという状況がありましたので、今は10月から

１月まで延長して４か月間対象期間としております。 

 以上です。（「ありがとうございます」と呼ぶ者あり） 

○議長（辻 浩一君） 

 これで歳出４款．衛生費の質疑を終わります。 

 次に、18ページ、６款．農林水産業費、１項．農業費について質疑を行います。 
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 質疑の通告があります。 

 ３目．農業振興費について発言を許可します。諸井義人議員。 

○７番（諸井義人君） 

 農業振興費についてお尋ねをいたします。 

 今回、強い農業づくり総合支援事業ということで新規という形で予算を上げておられます

けれども、この予算は、もともと今年の３月の補正予算でついていた産地生産基盤パワー

アップ事業ということで、同じ金額で６億1,687万3,000円が採択をされてついていたかと思

います。この前の合同常任委員会の説明の中では、その事業が不採択になったという形での

説明をされたかと思いますけれども、なぜ３月に議決をしていた予算が不採択になったのか、

詳細な説明があればもう少し分かりやすかったと思いますので、少し、詳細な説明をお願い

いたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 農業政策課長。 

○農業政策課長（植松英樹君） 

 お答えする前にですけど、６月12日に国のほうから令和５年度の強い農業づくり総合支援

交付金の内報が県のほうからありました。報告いたします。 

 それでは、産地生産基盤パワーアップ事業の不採択になった理由ですけど、お答えいたし

ます。 

 本事業は、予算要望段階で成果目標の配分基準ポイントが設けられております。その合計

ポイントによって、全国一律に上位から採用されることとなっております。今回、本市から

要望したキュウリのハウスは、ポイントが採択基準のポイントを満たせず不採択となったと

いうことを県のほうからお聞きしております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸井義人議員。 

○７番（諸井義人君） 

 今、課長の説明の最初のほうに、６月12日に強い農業づくりということでは採択になりま

したという説明があったかと思います。よく腑に落ちないのが、産地パワーアップ事業と強

い農業づくり総合支援、どこにどういう違いがあるのか、もう一回説明をお願いします。同

じ名前ではいけなかったのかどうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（井上 章君） 

 それでは、産地パワーアップ事業と強い農業づくり事業の違いというところから御説明を
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させていただきます。 

 もともと産地生産基盤パワーアップ事業という事業は、例えば、水田とか畑作、野菜、そ

ういったところの産地が平場または中山間地域、その地域などの営農戦略として考えました

産地生産パワーアップ計画、この計画に基づいて、高収益の作物等に取り組むための、農作

物全てに対しての支援を行うというのがこの事業の目的でございます。したがいまして、１

人からでも産地生産基盤パワーアップ事業の計画があれば取り組めるということでございま

す。 

 強い農業づくり交付金事業につきましては、この強い農業づくり交付金事業の必要な共同

利用施設の取組というところでございますので、基本的には５戸以上の組合をつくって取り

組むというところが大きな違いというところになってきます。 

 前の質問にもありますけれども、この強い農業づくり交付金事業というのは当初から予算

が国のほうからつきますけれども、産地生産基盤パワーアップ事業につきましては、国のほ

うの通常の補正での取組ということになりますので、今回、国のほうが２月、１月の第３次

の補正でつけられたということもありましたので、この分、事業をこれまでもつくものとい

うことで取り組んでまいりましたので、３月の補正で計上させていただいたというところで

ございます。しかし、今回は不採択という通知が３月議会終了日に来ましたので、この事業

を今度は強い農業づくり交付金事業のほうに組み替えて申請をしたという経緯でございます。 

 ただ、大きな不採択の詳細と申しますのは、この事業につきましては、不採択の理由とい

うのは国からは説明を受けておりません。来ておりませんけれども、県の説明というか、報

告によりますと、先ほど説明いたしましたように、この産地生産基盤パワーアップ事業はも

ともと産地での取組の事業ということでございますので、今回採択基準ポイントで優先枠ポ

イントというのがございます。その優先ポイントの中に中山間地域での体制整備というのが

ありまして、この体制整備の中で一部、中山間地域での整備がなかったということで、今回

その優先枠のポイントが取れなかったのが不採択の大きな原因ではなかろうかということで

県のほうからは報告を受けているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸井義人議員。 

○７番（諸井義人君） 

 ３回目になりますけれども、そしたらば、産地パワーアップ事業では採択をされないで今

度の強い農業づくりとしては採択になったということであれば、今後はこの強い農業づくり

を先にするのか、また来年度に向けても産地パワーアップをしようとするのか、そこら辺ど

うなのか、私は不思議に思っていますので、もう一つ説明をお願いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 
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 産業振興部長。 

○産業振興部長（井上 章君） 

 どちらかをするのかということでございますけれども、先ほども申しましたように、強い

農業づくり交付金事業は条件が５戸以上の生産者を組むという条件が第一になってきます。

その点では、産地生産基盤パワーアップ事業になりましては、この計画をつくれば、１人か

らでも取り組めるということになりますので、今現在トレーニングファーム等々、研修をさ

れている方ですけれども、必ず５人以上の組織をつくれるかという保証はありませんので、

こちらの、まずは産地生産基盤パワーアップ事業のほうで取り組みたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。（「ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、９目．農業農村整備費について発言を許可します。諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 それでは、私は委託料に関して、農村地域防災減災事業に関してお尋ねをします。主要な

事業の説明書は９ページに記載されております。 

 今回、ため池が追加ため池ということで３か所追加になったということでの追加補正だと

理解しておりますけれども、そもそもため池というのが市内に何か所あるのかということと、

今回追加になったため池の３か所の場所というのが分かっていたら。もし分からなかった場

合は、どのような選定方法でそこを選定されていくのかというところをお尋ねしたいと思い

ます。 

○議長（辻 浩一君） 

 農林整備課長。 

○農林整備課長（馬場敏和君） 

 お答えいたします。 

 現在、嬉野市内にある農業用ため池に関しましては124か所ございます。そのうち、佐賀

県が防災重点農業用ため池に指定しているものが113か所ございます。このうち、104か所が

ハザードマップ作成の対象ため池となっております。現在、令和４年度までに43か所、ハ

ザードマップを作成しており、今年度は33か所となっております。作成後は、公表について

は速報として嬉野市のホームページのほうに掲載しております。 

 それと、追加の３か所ということであります。追加するため池に関しましては現在選定中

でございます。選定につきましては、このハザードマップ作成にはため池の管理者とか、行

政区長とか、ワークショップを行っております。その分で、１地区に１か所もあれば２か所、

３か所という行政区もありますので、今後、３か所の分を再度エリアの検討をして、参加し

ていただく行政区長さんのほうに連絡したいと思います。 
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 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 ３か所の選定に関してはワークショップ等も開催しながら、そこの行政区長及び関係者

等々で協議していただきながら選定をしていくというような方向性でということで理解しま

した。 

 現在124か所ある中で、県が指定している防災重点ため池、これは市のほうでもため池

マップのほうを掲載しておりますけれども、これは114か所で掲載してあったんですけれど

も、先ほど、課長答弁の中では113か所ということで、これは１か所減っているわけですよ

ね。その理由と、あと、現状での進行状況では令和４年度までに43か所して、今回、５年度

で33か所予定だよと。その残りの分はまた来年度でされる計画があるのか、そこをお尋ねし

たいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 農林整備課長。 

○農林整備課長（馬場敏和君） 

 お答えいたします。 

 先ほど113か所、載っている分と114か所ということであります。今、随時ため池の廃止を

行っており、その分で１か所減っております。 

 それと、今後の計画としましては、令和６年度で一応完了としております。残りの分は令

和６年度で行いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 ありがとうございます。最終的に今、課長答弁の中でもありましたように、私もホーム

ページで拝見させていただきましたが、今まで取り組まれてきたハザードマップ、これは速

報として地図に落として掲示していただいておりますけれども、各行政区ごとまとまってい

ろいろ作成されていると思いますけれども、最終的な方向性としてなんですけれども、令和

６年度で対象地区全部完了というような状況になった後、ため池の防災ハザードマップ的な

冊子ないしはそういうものを発行される考え方、そういった考え方を最後に伺いたいと思い

ます。 

○議長（辻 浩一君） 

 農林整備課長。 



- 56 - 

○農林整備課長（馬場敏和君） 

 お答えいたします。 

 令和６年度、最終年度に成果品として冊子を作る予定であります。それで、関係地区に全

戸配付ということでＡ３ぐらいの感じで考えております。 

 それと、公民館のほうにＡ０とか、そんな感じで、その地区の関係するため池について配

付する予定であります。 

 以上です。（「ありがとうございます」と呼ぶ者あり） 

○議長（辻 浩一君） 

 これで歳出６款．農林水産業費の質疑を終わります。 

 次に、19ページ、７款．商工費、１項．商工費について質疑を行います。 

 質疑の通告があります。 

 ２目．商工振興費について順次発言を許可します。水山洋輔議員。 

○１番（水山洋輔君） 

 それでは、質問させていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症緊急対策事業(経済活性化事業）です。主要な事業の説明書は

10ページになります。 

 まず、１回目の質問として通告の内容のとおり、まず１点目、実施期間について伺います。 

 ２点目は、事業の対象者及びポイント還元費１万5,000円掛ける１万人の設定の根拠を伺

います。 

 ３点目は、事務局委託費について、1,100万円の設定の根拠を伺います。 

 ４点目は、市内店舗の収益向上及び経済活性化を図るための事業ということで説明書のほ

うには示されていますが、「うれしかーど」加盟店以外の原油ですとか物価高騰による影響

を受けた市内の店舗、事業者への対応はどのように考えられているのか、伺います。 

 ５点目は、還元される「うれしかーど」のポイント利用について、資源の分配が各加盟店

に一定の効果として得られるような条件等の設定がされているか、お伺いします。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 まず、実施期間につきましては、令和５年９月から12月までを予定しております。ただし、

予算がなくなり次第、終了となることとなります。 

 今回の議決後に事務局の選定、システムの改修、加盟店への説明、新規加盟店の募集、

カード所有者への周知等にかかる時間を考えますと、開始時期についてはやっぱり９月にな

るものと考えております。 
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 終期につきましては、財源を地方創生臨時交付金を活用することから、１月末には精算を

する必要があり、12月末と考えております。 

 続きまして、設定の根拠につきましては、本事業の財源を地方創生臨時交付金を活用する

こととし、還元ポイントを予算額１億5,000万円と上限枠を設定いたしました。その上で、

１人の利用限度額を１万5,000円と設定したことによるものでございます。１度に１万人の

方が限度額１万5,000円を利用していただくものとは思っておりませんので、あくまでもこ

れは積算上の数値でありまして、実際には１万人以上の方が御利用いただけるものと考えて

おります。 

 次に、事務局委託の内容に関しましては、まず、ポイントの集計及びシステム会社との発

行状況等に係る連携、事業に対するコールセンター業務、それと、チラシ、ポスター、広告

等の周知。また、加盟店に対する説明会の開催。それと、新規加盟店の募集。また、運営母

体であります嬉野温泉商店サービス会との事業の連携等、事業全体の管理運営を想定してお

ります。 

 続きまして、加盟店以外の事業者に対する対応についてですけれども、「うれしかーど」

を活用した事業につきましては、令和３年度から事業を実施しております。昨年、カード事

業を展開する前に市内の事業者に対しまして聞き取り調査を実施いたしました。原油や物価

高騰による事業者への影響は、あらゆる業種に及んでおりまして、佐賀県では、影響を受け

た事業者に対し、要件を設けて支援金等を交付されております。市といたしましては、「う

れしかーど」事業を通じて消費活動を促し、本事業の目的であります市内経済の活性化を図

りたいと考えております。 

 次に、条件等の設定につきましてですけれども、システム上、条件を設けるのは難しく、

利用者に混乱を招くことにもなりますし、消費活動の障害になる可能性もございますので、

条件等の設定をすることは考えておりません。 

 以上となります。 

○議長（辻 浩一君） 

 水山洋輔議員。 

○１番（水山洋輔君） 

 承知しました。 

 そしたら、先ほどの答弁を踏まえて２回目の質問になるんですけれども、市内には「うれ

しかーど」の加盟店のまた新規加入とかもされるということと、今の加盟店への説明をされ

るということで答弁をいただきましたが、市内には法人ですとか個人など様々な事業者がい

らっしゃると思います。ＢtoＣ、ビジネス・ツー・カスタマーの、いわゆる一般消費者向け

の商売であれば、「うれしかーど」の加盟に取り組むことは一定の加盟店への促進効果はあ

ると思うんですけれども、ＢtoＢの場合、ビジネス・ツー・ビジネスの企業間の取引の商売
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をされている事業者さんについては、加盟を促進しても効果は得られないかなというふうに

思います。そういったところの「うれしかーど」の特性上、市民の人が使うカードというと

ころでは、この加盟の促進が一般消費者向けの事業者さんにどうしても割合が大きくなると

いうふうに思うんですが、そういったところも踏まえて、この新規の加盟の募集というのは

どのようにされていくのか、お聞きします。 

 それと、２点目の質問ですけれども、資料請求で頂いた資料を拝見すると、昨年度の「う

れしかーど」のポイント交付事業では、約１億4,500万円の交付がされております。昨年の

９月から今年の５月までに約１億1,000万円のポイントの利用をされていますが、その内訳

が、大体６割程度が小売（食品）というふうになっていると思います。資料の中で分類を10

類にしていますが、残りの９分類については、交付された利用の利用率が10％から１％台と

いうふうになっています。そういったところで、市としてこのポイント交付事業について、

加盟店ごとに、分類ごとでも結構なんですが、どのぐらいの収益効果ですとか、経済効果が

あればよいと考えていらっしゃるのか。何か目標数値とかございましたら、含めて御説明を

お願いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 加盟店につきましては、まず、「うれしかーど」が地域内でしか使えない限定的なカード

でありますし、投入する原資が市外に流れることなく確実に市内で消費されて循環していく

というものでございます。 

 先ほど言われましたように、個人の消費にだけじゃないかということでありますけれども、

もちろん、加盟店が仕入れに係る分ですとか、人件費に係る分、いろんな面で波及効果があ

ると思いますので、まずは「うれしかーど」事業を通して市内の活性化に努めたいというこ

とでございます。 

 それと、個店ごとへの目標数値等があるかということでございますけれども、現在のとこ

ろは加盟店、個人店については数値等は設けておりません。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 水山洋輔議員。 

○１番（水山洋輔君） 

 それでは、３回目の質問になります。 

 目標設定ですとかは定められていないというところで、利用をされるのはカードを持たれ

ている方の自由と、持たせる必要はあると思いますが、例えば、このポイント交付事業をさ
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れて、加盟店によっては収益の効果ですとか、経済効果を体験できない、体感できないよう

なところもあるかと思います。そうなることで、「うれしかーど」の加盟店からの脱会です

とか、「うれしかーど」の新規加盟が伸び悩むといった、こういった進まなくなる可能性と

いうのも考えられるんじゃないかなと思います。 

 １回目の質問でも伺ったんですけど、事業者ごとに資源の分配というところで、カード加

盟店になっていただくことでメリットを感じてもらえるようにする必要というのはあると思

いますが、そのところをどのようにお考えになっているでしょうか。 

 あと、もう一つ、「うれしかーど」を活用してもらう中で、市内の事業者の経済活性化を

目的ということで今回されているということでまず理解はしているんですが、例えば、今回

１万5,000ポイントということで設定はしていただいているんですけれども、このポイント

を経済活性化という観点から言えば、加盟店以外のいろんな事業者さんに対しても何らかの

原油高騰対策ですとか、物価高騰対策事業として市内事業者さんに分配するようなことは考

えられなかったでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 加盟店に条件等を設けることは、先ほど言いましたように考えておりません。加盟店の中

にはいろんな業種の方がおられます。そういう中で、やはり消費者の方が何を買物したいの

かとか、どういうものが必要なのかということでぜひ消費を活発にしていただければと思っ

ておりますし、加盟店においては、自分のお店で買物をしていただくという努力もやはりし

ていただかないといけないと思っております。そういう中で活性化が生まれてくるものと

思っておりますので、そういう工夫も凝らしていただきたいということで期待しておるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 私も、新型コロナウイルス感染症緊急対策事業（経済活性化事業）に関してお尋ねをしま

す。 

 先ほどの質問、答弁の中でかぶっているところもありますが、かぶっているところはまず

削除していきたいと思いますけれども、通告書に上げている中で１点目、３点目はかぶって

いるかと思います。そもそもこの事業というのは、私が今「うれしかーど」を持っていると。

それで、先ほど課長の答弁の中で実施期間が９月からの予定ではありますけれども、私が、
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例えば5,000円の買物を加盟店でしたと。そしたら5,000ポイントつくという解釈ですよね。

そういう解釈でよかですよね。はい、分かりました。そういう中で、そういう事業内容とい

うことを確認しました。 

 先ほど質問の中にも上がりましたけれども、もう一度、ダブって申し訳ございません、事

務局委託費が1,100万円ほど計上されておりますが、主要な事業の説明書の中に書いてあり

ますけれども、ざっくりした1,100万円の内訳というのがあるのかどうか、そこをお尋ねし

たい。 

 それと、コールセンター業務というのがいまいち分からなかったので、そこをお尋ねした

い。 

 その事務局委託費というのは、全部、負担金、補助及び交付金で商工会への補助というこ

とになりますけれども、この事務局も商工会ということで考えていいのか。また商工会がど

こかに事務局を置かれるのか、そこをまずお尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 事務局の委託内容につきましては、先ほども申しましたとおりでございます。業務全般の

運営管理を想定しております。 

 それと、補助金として商工会への支出となりますけれども、商工会からこの事務の委託を

したいということで考えております。その委託先については、観光商工課と商工会で協議を

しながら決定をしたいと思っております。 

 委託することによって、もちろん商工会にしても、市にしても、職員が大きな負担を負っ

てどうしてもほかの業務が進まないということにならないように、この事業そのものがス

ムーズに、円滑に行われるように考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 それでは、その事務局委託費というとの金額という細かな、例えば、ポイント集計、ある

いは広報に幾ら幾ら予算を積まれたとか、コールセンター業務に幾ら幾らかかるというよう

な、具体的な金額の積算の状況というのはまだ分かっていないのかということをお尋ねした

い。 

 それと、そもそもこの「うれしかーど」、もちろん私も持っているんですけれども、市民

が今約２万5,000人ぐらいいるんですけれども、何枚持たれているのかということと、使え
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るお店、いわゆる加盟店が直近で何店舗あるのか、そこをお尋ねしたいと思います。 

 それと２点目、先ほど水山議員のほうからもあったかもしれませんけれども、今回この経

済活性化事業でポイントを還元するというような状況で、これは考え方なんですけれども、

事業の目的・効果の中で、市内店舗の収益を向上させ、経済活性化を図るという目的があり

ますけれども、これは加盟店だけ、同士、加盟店だけ内で回していくように私はどうしても

捉えてしまうんですよね。いわゆる普通の小売、あるいは普通の店舗、こういうところとの

整合性というか、そういったところをどのように考えられているのか、そこを３点ほどお尋

ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 委託費の内訳といたしましては、本事業を計画するに当たり、複数の事業者に聞き取りを

行っております。その中で予算設定の参考となるものを聞いております。 

 あと、「うれしかーど」の市内での所有件数は、これは５月24日時点ですけれども、２万

718人ということで把握をしております。 

 それと、加盟店は現在71店舗となっております。 

 先ほどから出ております加盟店だけで回るんじゃないかというお話ですけれども、先ほど

も言いましたように、もちろん、加盟店の仕入れに係る分ですとか給与等の支払い等、やは

り加盟店で買物をしていただくことで市内全域に経済効果をもたらせるものと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 ３回目です。まず、広報というところでいろんな広報の仕方があると思いますけれども、

市内の経済を活性化するということもあります。市民の方が今２万718人お持ちなんですけ

れども、今までの事業の中に市外観光客の方もお持ちになっているかとは思います。こうい

う状況でそういう方々のデータもありますので、そういう方々にも、こういう状況で嬉野市

が取り組んでいるよというようなこともしっかり広報していただきながら、ぜひとも、市内

経済の活性化の一翼を担っていただければと私は思っておるところです。 

 それと、先ほど現在71店舗と、これは「うれしかーど」が令和３年の事業から取り組まれ

て、そのときの一番最初の目標値達成というのがなかなかできていない状況なのかなと思い

ます。先ほど目標値、小売が幾らかとかいうところはあまり決めていないというような答弁
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もありましたけれども、当初に目標値100というのができていますので、そこは必ずクリア

していただきたい。クリアするためにどういうふうにしていけばいいのかどうか、旗振り役

となる商工観光課がどのようなビジョンを持っておられるのか、最後にお尋ねしたいと思い

ます。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 周知、ＰＲについては、市内外に向けて行っていきたいと思っております。 

 それと、加盟店の募集増加については、やはり目標を持って取り組みたいと思っておりま

す。ただ、私たちが加盟店募集で各店舗を回ったときにおっしゃるのが、どうしても店舗で

は独自でサービス等を行っているということで、二重のサービスはなかなか難しいとか、直

売所辺りでいいますと、組合員さんへの還元と消費者へのサービス、さらにとなるとなかな

か厳しいねというお話もお聞きしますので、そういうところをもう一度説明しながら、加盟

店の募集に努めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、山口卓也議員。 

○５番（山口卓也君） 

 私も、新型コロナウイルス感染症緊急対策事業についての質問を行います。 

 こういった経済支援に関しては、消費者側の経済支援という側面と、この事業であります

ように、市内店舗の経済支援ということで２つの側面があると思うんですけれども、今回に

ついては、物価の高騰による消費の落ち込みで打撃を受けている市内店舗の収益を向上させ

る、これが目的ということで書いてあります。 

 そこで質問なんですけれども、先ほど水山議員の答弁でもありましたけれども、利用する

側が一部の店舗に偏ってしまうと、恩恵を受けられない店舗も想定されるというふうに思い

ます。先ほどは各店舗の努力が必要だというふうにおっしゃいましたけれども、そうなった

場合に、ここに書いてある目的が達成されないと。これだけの予算がかかってあるにもかか

わらず、実際に消費が落ち込んでいる店舗が、むしろ収益の向上ができないというふうな結

果も想定されると。そういったところで、ある程度業種ごとに上限を定める、上限に達する

ように努力をすると、そういったことで配慮をすべきなのではないかというふうに思います

が、改めてそこら辺の見解をお伺いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 
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○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 偏りを防ぐような取組、設計ができないかということでございますけれども、やはりまず

は利用していただくということが最前提だと考えております。利用者に買いたいものを買っ

ていただくというところが一番だと思っておりますので、今回はそういう設定は設けずに消

費活動を促していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 山口卓也議員。 

○５番（山口卓也君） 

 恐らくそういった偏りができて、加盟者さんで協力して皆さんで経済を活性させようと、

そういう意味で加盟されていると思いますので、そこの中で不平等ができないような、そう

いった配慮をしていただければなというふうに思いました。 

 ぜひとも、終わってから検証していただきたいと思いますし、消費者の目線に立ったら自

由に使えることがいいと思いますけれども、仮に、例えばそれが日用品ばかりで消費されて

しまうと、そもそも物価高騰に──大体四、五％、物価が高騰していますので、皆さん、例

えば消費が低迷した分を普通に買われる分であれば、例えば大型店舗とかで買われたら、通

常消費されるような量がそのまま消費されて収益の向上に結びつかないことも考えられます

ので、本当に打撃を受けている店舗を救うんだと、そういう視点に立つと、やっぱり配慮が

必要だったんじゃないかなと。 

 旅行支援というものがあって、「Go To トラベル」というのがありましたけれども、あれ

は県別に上限が定められて、消費者も、ここは上限に達したから利用できないとか、そう

いったこともある程度経験しておりますし、じゃ、利用されていないところはどこだろうか

と、じゃ、ここを旅行してみようかとか、そういった、観光業の視点に立った政策がされて

いたんじゃないかなと思います。そういったものと同じように考えると、ある程度上限を定

めたほうが無難だったのかなというふうに私は思います。 

 そういったところで今後検証をしていただきたいと、それだけお願いしたいですし、本当

に消費が落ち込んでいるところができるだけ助かるような、そういった制度設計を検討して

いただければなというふうに思っておりました。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 答弁は。（「いいです」と呼ぶ者あり） 

 次に、宮﨑良平議員。 

○９番（宮﨑良平君） 
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 ある程度、この件に関しては質問も出切ったかと思うんですけど、ただ、これは先ほど山

口卓也議員もおっしゃっていたんですけど、より大きく効果を出すためにというところでい

うと、ポイントカードを使って、市民にも還元ができるというところですよね。２つを取ろ

うと思うと、こういう事業というのはいいのかなと思いながらも、ただ、これは先ほども

おっしゃっていた「うれしかーど」加盟店のみというふうに見えがちなところがあるので、

そこのところは、それ以外の店舗、加盟店じゃないところも含めてですけど、そういった人

たちも何かサポートできる事業というのにこれが回せなかったのかなというところがありま

す。実際のところ、新型コロナウイルス期間中の厳しいところに嬉野市がグリーンフラッグ

等、そういったものを使って、ある程度そこを集約してできたところがあったじゃないです

か。グリーンフラッグに加入すればここにお金を落とせますよとか、何かしらそういったも

ののデータとかというのが残っていると思うので、そういったものが活用できなかったのか

なと、そこをお伺いしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 今回はグリーンフラッグ等のお店を活用ということではなく、「うれしかーど」事業で経

済活性化をということで考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 宮﨑良平議員。 

○９番（宮﨑良平君） 

 市長、そこら辺ちょっとお願いします。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 今回は特に消費者のほうに重きを置いた経済支援対策だろうというふうに私自身は考えて

おります。自営業者の皆さんも一人の消費者であるという観点から、幅広い「うれしかー

ど」の店舗での加入店がございますので、日用品を買える、あらかたのものはそこでカバー

ができるのかなと。ガソリンスタンドもありますし、そういったところで活用していただけ

ればというふうに思っております。 

 個別の事業者に関しましては、やはり県の事業とか国の事業も引き続き物価高騰に伴うも

ので、燃料費であったりとか、農家に対する支援等々もかなりありますので、そういったと
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ころで、社会全体でこうした物価高騰に対しての支援という中で、今回は市民一人一人にス

ポットを当てる政策が、嬉野市として出す政策としては一番理にかなっているのではないか

というふうな考え方の下で出させていただいているというふうに思っております。 

 ご提案いただいていましたグリーンフラッグにつきましても、確かに、このコロナ禍の中

で皆さんご協力をしていただく意思を示していただいた方だということでありますので、こ

れは、今後の支援策の中でも、それは当然リストとして残っているわけでございますので、

様々な支援を考えるときに、そうしたリストの活用の下に、事業者支援というのもこれから

検討していかなければならないというふうには思っております。 

 以上でございます。（「結構です」と呼ぶ者あり） 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、古川英子議員。 

○３番（古川英子君） 

 今までの皆さんのお答えの中である程度分かったんですけれども、「うれしかーど」に加

盟している市内店舗の収益を向上させるとあるが、71店舗に満遍なくということを聞きた

かったんですけど、先ほどの質問の中で満遍なくという言葉ではないというようなことをお

聞きしました。 

 昨年末、「うれしかーど」事業を行われたときに、ある店舗では品薄状況になってしまっ

ているほど皆さんが買物をされていたという現状から考えますと、今回もまた一定のところ

だけにはかなり行かれるんだろうなと思いますね。そうすると、やはりそこで収益の差が出

てくるんじゃないかなというふうに思いましたが、それはいかがでしょうか。 

 それともう一つ、２番目に関しては、買物をすると100％相当部分が還元されるけれども、

買物をする市民だけに対してのプラス効果になって、やはり一番に、市民全員に配付という

こと、額もそれだけいろんな大変になってくると思うんですけど、することによって、結局

買いに行くのは状況としては同じなんだから、一部市民が買物に行ってそれを得るというこ

とじゃなくて、やはり市民全体も考えていただければなとは思ったんですけれども、いかが

でしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 先ほどから出ておりますように、満遍なく店舗のほうに効果が表れるようにということで

ございますけれども、先ほどから申し上げておりますように、店舗ごとでの制限を設ける条

件は、今回は考えておりません。 

 もう一つ、一部の市民だけ、買物をされる方だけにプラスになるのではないかということ
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でございますけれども、今回の事業の大きな目的といたしましては、やはり市内の経済活性

化ということでございますので、消費者が加盟店に足を運んでいただいて、まず、買物をし

ていただくと。それにポイントを付して、さらにまた買物をしていただくということで倍の

効果を期待しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 古川英子議員。 

○３番（古川英子君） 

 堂々巡りをしてしまうような感じがあるんですけれども、今まで２回ほど「うれしかー

ど」事業でされていますので、そこら辺の結果というのを踏まえると、じゃ、どういうふう

にして満遍なく行き渡されるかということも考えてほしかったかなと思います。 

 やはり市民全般を考えてのプラス効果が得られるようにしてほしいかなと思うんですけど、

ここから先は同じことの繰り返しかなと思いますので、これで終わります。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 ３点質問していますけど、１点目の普及率については分かりましたので、結構です。 

 ２点目の、最初からポイントを付与する方法は考えられなかったのかということで出して

います。いろいろ考えていく中で、市内の経済活性化、または消費者の目線に立った、２つ

考えかたはあると思うんですけれども、私はいつも低所得者のことを言っていますけど、今

回、低所得者対策で５万円の支給というのがありました。そこら辺の分でこれを使っていた

だければまたいいのかなとは思うんですけれども、通常、今回の１万5,000円、４人家族で

６万円、倍で12万円の経済効果があるということで、経済効果としては非常に大きいなと思

いながら見ていたんですけれども、逆に言えば、お金を出せないところもある、先ほど話が

ありましたように、満額１万5,000円使えないところもあると思うんですけれども、そう

いった部分で、最初からポイント上乗せという考え方はされなかったかどうか。このやり方

が悪いということじゃないんですけれども、そういった考え方が俎上に乗らなかったのかど

うか、この点についてお伺いしたいと思います。 

 次に、先ほどと関連はするんですけれども、いろいろな事業者という中で、加盟店の制限

はないという答弁がありましたけど、この制限がないというのは大型店舗も制限がないのか

どうか。市内の中小商店街を守るという意味は理解できるんですけれども、このポイント事

業を今後も継続していくということになれば、やっぱりこういった大型店舗でもある意味使

い方は制限とかいろいろ考えられるとは思います。大型店舗は幾らまでとか、以前は商品券

等で大型店舗は幾らまで、小さな店は幾らまでとかいうようなこともやったことありますけ



- 67 - 

ど、そういったことも踏まえて、「うれしかーど」を本当に嬉野市民のカードとしていくた

めには、今後はもうちょっと広げて大型店舗でも使えるような、そういったこともやってい

かないといけないと思うんですけれども、その点についてどういうふうなお考えをされたの

か、お伺いしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 最初からポイントを付与することは考えなかったのかということでございますけれども、

資料にも提出しておりましたように、ポイントを付与してお渡ししても、なかなか使ってい

ただけない方がやはりおられます。使っていただかないと経済活性化にはつながらないもの

でありますので、今回は、まず、現金でお買物をしていただいた方に還元すると。それで２

倍の効果を得たいということで計画したものでございます。 

 それと、大型店への拡充についてですけれども、本事業は、地域内でしか利用できない

「うれしかーど」ということで活用をしておりますし、先ほどから申しておりますように、

投入した原資が市外へ流れることなく市内で流通するということを考えておりますので、市

外に本社等があります大型店については、拡大は今のところ考えておりません。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 先ほどおっしゃった、使われていないからというところですけれども、それに関しては、

使う人、使わない人自由なわけですから、それはそれでそういう考え方でいいのかなと思い

ます。 

 今回は使い道が制限されるとかいろいろあると思うんですけど、市長に聞きたいんですけ

ど、私が最初に質問した考え方、今回の部分は一つのやり方だと思いますけど、今後、先ほ

ど言いましたように「うれしかーど」を市民のカードにしていくために、もっと幅広く考え

方を広げていかないといけないと思うんですけれども、そこら辺についての考え方だけお伺

いしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 「うれしかーど」のポイント事業のそもそもの大きな狙いというものは、やはり地域の消
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費を拡大していく。なるべくこうした市外の流出を防ぎながら、地域経済の活性化と給付事

業というのが併せて進むことで相乗効果を狙ったものであるという前提の下に立っておりま

す。 

 そういった意味では、いろんな様々な自治体においてもプレミアムつきの商品券の販売、

これは特定の人が何百セットも買っていくという不公平が生じておりましたし、そういった

大型店舗に集中をしてしまい、結果的には地域の皆さんの消費が市外に流出した結果にも

なったし、不公平感を残すような形になった。それはちょっと、我々としては避けたいなと

いうふうに考えておりました。 

 現金給付というのも一つの方法なんですけど、それだと、政策的な効果がなかなか見えに

くいというのが我々としては一番あります。貯蓄に回る、それはそれで考え方だとは思うん

ですけれども、消費の低迷の中でどれだけ地元に我々が給付をした結果、地元経済の活性化

につながったのかということが後々検証できないと、これを継続して行うことはやはり困難

であるというふうに思います。今回、こうしたポイントで、市内でポイントの使用状況とい

うのは後々検証ができます。先ほど公平性ということでいろいろと御懸念をいただいたかと

いうふうに思っておりますけれども、私が議会の資料請求にも応じて出させていただいた資

料でも御覧いただければ分かるように、比較的幅広くお店で消費をいただいて、加盟店では

消費をいただいたんじゃないかなという認識に立っておりますが、先ほどこうしたポイント

自体がためこまれてしまっていることも課題としては浮上しましたので、今回の方式になっ

たということでもあります。 

 今後の支援のあり方として、所得に応じた条件の変更とか、こういったことも全く考えな

いわけではありませんけれども、今回はとにかく早くというところと、こうした財源も今年

度のということもございましたので、スピード重視ということにはなりました。今後の展開

の中では、そうした様々な低所得者の皆さんへ手厚くしていくべきなのかとか、状況に応じ

た判断をしていくべきものだというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 先ほど１点、答弁をもらい忘れた分があって、私が言っている大型店舗はあくまでも市内

の大型店舗ですので、よその市外ということじゃありませんので、市内の大型店舗。そこに

対する加盟は可能なのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。先ほどそこの答

弁を聞き忘れたので、その点をお願いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 
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○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 本社が市外にある大型店舗等への拡大は今のところ考えておりません。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、諸井義人議員。 

○７番（諸井義人君） 

 私も、この新型コロナウイルスの緊急対策事業（経済活性化事業）について質問を出して

おります。 

 今までの皆さんの質問を聞いておると同じようなところはあるわけなんですけれども、私

の今回の質問では、使う側、市民のほうからの対応として、この事業自体は非常にいいとい

うふうに──私の知っている人たちにこういう事業が今度ありますよ、１万5,000ポイント

ぐらい還元されますよという形でお話をすると、ああ、それはよかった、すばらしい事業だ

ということで皆さん歓迎をしてくれます。ただし、この「うれしかーど」を持っていかない

とポイントがつけてもらえないということが難点ということで言われています。先ほど市長

の答弁の中にもありましたように、今回の６月議会、各市町で今行われていますけれども、

現金給付にしたり地域振興券にしたり、いろんな方法でされているということを今、毎日の

ように新聞に載っておるわけですけれども、利用者サイドからすると、使いやすい方法、今

の若い人たちは何でカードを財布の中に幾らでも持っていかなければいけないですかという

ことを私は言われました。何でアプリにしてもらえないのかということを、質問を出した後

に、佐賀市の市長のほうが今議会での方法として、佐賀市はアプリで2,500ポイントを交付

しますという形であっておりましたので、佐賀市でできるぐらいならば、嬉野市はもっと先

進的にアプリ活用を考えてもらいたいなという形でここに出しております。アプリでの活用

は考えられなかったのか、お尋ねします。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 アプリの導入につきましては、昨年度事業から検討をしております。加盟店におけるス

キャナの導入ですとか、アプリ画面の内容検討を行っているところでございます。 

 今後、課題を再度検証し、内容を決めた上で今年度事業の導入と併せて開始できないかと

考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 
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 諸井義人議員。 

○７番（諸井義人君） 

 ぜひ、そのようにしていただきたいと思います。先ほど梶原議員さんのほうからあったよ

うに、先づけできないかということもありましたけれども、私は後づけにしたら２倍の効果

が表れるということなので、非常にいいことなのかなというふうに思っておりますので、ど

んどんアプリのほうも進めてもらいたいと思います。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、増田朝子議員。 

○11番（増田朝子君） 

 同じところで質問をさせていただきます。 

 まず、この経済活性化事業というところですけれども、今回、「うれしかーど」というこ

とですけれども、先ほどから出ています事業の目的・効果の中で、市内店舗の収益を向上さ

せ、経済活性化を図るためとあります。先ほどから出ておりますけれども、本当にこの事業

を考えたときに、経済活性化を考えたときに、この事業をまず導入された理由。ほかに、い

ろんなのが机上に上がらなかったかと、いろんな案がですね。そこをまずお尋ねしたいのと、

私は今回見たときに、本当にこの事業は、先ほどから出ていますけれども、平等性、公平性

に欠けるんではないかと思っております。 

 次の質問が、先ほどから言います事務局委託費（ポイント集計、広報、コールセンター業

務等）1,100万円とあります。課長の答弁の中でサービス会の方にも何とかという答弁があ

りましたけれども、この1,100万円の内訳を教えていただきたいと思います。そしてサービ

ス会との関係性、そこもお尋ねいたします。 

 それと、先ほどからカードの保持者、２万718名ということですけれども、ここの数字の

中には市外の方も入っておられますよね。市外の方も使えるということでしょうか、確認を

させていただきます。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 本事業の目的ですけれども、何度も説明しておりますように、最初に、今回は現金で買物

をしていただくと。それに対してポイントを付与しますので、費用対効果の面からは２倍の

効果があるものということと、もちろん、「うれしかーど」を使っての事業になりますので、

投入する原資が市内経済の活性化に寄与するということで考えて今回提案しているものでご

ざいます。 
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 それと、事務局委託費につきましては、先ほどから説明をしておりますように、ポイント

集計、広報、コールセンター業務等の事業の全体を管理運営する委託事業者を商工会と共に

選定していきたいと考えている分でございます。 

 サービス会等の関係ということでございますけれども、あくまでも運営母体がサービス会

となりますので、いろんな情報共有等には連携を図っていきたいと考えております。 

 それと、登録者数ですけれども、２万718人につきましては市内の方でございます。市外

には2,386名ということで資料を提出させていただいております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 増田朝子議員。 

○11番（増田朝子君） 

 先ほどの市内の「うれしかーど」保持者が２万718名ということですけれども、この事業

形態から見たら、市外の方も使えるということで理解になるんですけれども、それでよろし

いでしょうかという確認です。 

 それと、事務局委託費1,100万円ということは、積算があっての1,100万円だと思うんです

けれども、どうしてそこの数字が細かくできませんでしょうか。分かっているべき数字と思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

 それと、先ほどから上限１万5,000円とありますけれども、一家４人の家族だったら６万

円。６万円というその現金というのがなかなか、普通、余裕のある方は使えるかもしれませ

んけど、そこまで使えない御家庭もあります。 

 それと確認しますけど、例えば、それが市内の方まで使えると仮定しますと、そこも本当

に市民の方に行くべき経済活性化事業と思うんでけれども、それはどういうふうに考えられ

ていますでしょうか。 

 それと、先ほどの質問で、事業を導入したときにほかに案はなかったかということをお尋

ねしていますけど、その御回答をお願いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 まず、ほかに案がなかったかということですけれども、担当課としてはこの事業を考えて

おります。 

 市外の人が使えるかということですけれども、もちろん、「うれしかーど」保持者、全て

の方が対象となります。おっしゃっておられます市内の方が使っていただくようにというこ

とではございますけれども、市外の方が市内で買物をしていただくことで、もちろん経済効
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果は生まれますので、そこは積極的に活用いただければと思っております。 

 以上です。（「1,100万円の内訳を」と呼ぶ者あり） 

 すみません。1,100万円の内訳につきましては、先ほども申しましたように、この事業を

展開、考える上で聞き取りを行っております。その中でどういうものが必要かということで

考えたものでございます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 増田朝子議員。 

○11番（増田朝子君） 

 このような多額な、1,100万円の内訳を出せないということ自体が私はおかしいと思いま

す。 

 今回のこの事業ですけれども、本当に71店舗、加盟店がですね。公平性、平等性があるん

でしょうか。また、経済対策になるんでしょうか。 

 それと、市内の市民の方へのせっかくの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金、本当に大事に大事に使っていただきたいと思います。もっとほかに考えることはなかっ

たんでしょうか、もう一度お尋ねいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 1,100万円の事業の内訳ということでございますけれども、あくまでもこれは予算上の数

字でございまして、実際に契約する際は相手方からきちんとした見積りを取って、それが妥

当かというものをきちんと判断しながら契約をするものと考えております。もちろん、おっ

しゃっていただいたように、この事業で経済活性化を図るために最善のものと考えて提案を

しております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、阿部愛子議員。 

○４番（阿部愛子君） 

 私も質問を出していましたけれども、皆さんの質問で理解ができました。ただ１つだけ、

地域の皆さんから、おむつとミルクが買えるところがないのよねという意見がいっぱい出て

いました。 

○議長（辻 浩一君） 

 質問ば……。 
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○４番（阿部愛子君）続 

 いいです、それはいいです。（発言する者あり）買えるところがないんですよね。（発言

する者あり）ある……（「嬉野薬局とか」と呼ぶ者あり）あるんですか。（「あります」と

呼ぶ者あり）はい、分かりました。 

○議長（辻 浩一君） 

 正式な答弁じゃなくて大丈夫ですか。 

○４番（阿部愛子君）続 

 はい、いいです。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 御購入いただける場所がございます。（「はい、分かりました」と呼ぶ者あり） 

○議長（辻 浩一君） 

 議案質疑の途中でございますけれども、ここで14時30まで休憩をいたします。 

午後２時19分 休憩 

午後２時31分 再開 

○議長（辻 浩一君） 

 再開します。 

 先ほど議案第31号の諸上議員の質問に対して、市民福祉部長より答弁の修正を求められて

おりますので、これを許可いたします。市民福祉部長。 

○市民福祉部長（小池和彦君） 

 諸上議員に対しての答弁の修正をお願いいたします。 

 衛生費の子ども等インフルエンザ接種費用軽減事業のところで、諸上議員に対し、接種費

用のうち交付要綱に基づいて支払うというふうに答弁をいたしておりました。本当は実施要

項に基づき支払うというふうに訂正をさせていただきたいと思います。 

 それと併せまして、主要な事業の説明書の６ページ、２の事業内容の中ほどのところ、交

付要綱に基づいて支払うというふうな説明文を入れておりますけれども、実施要項に基づい

て支払うということで、交付要綱を実施要項に修正をお願いいたします。大変申し訳ありま

せんでした。 

○議長（辻 浩一君） 

 それでは、議案質疑に入りたいと思います。 

 次に、４目．観光費について順次発言を許可いたします。水山洋輔議員。 

○１番（水山洋輔君） 

 それでは、嬉野温泉駅開業１周年記念特別企画誘客促進事業についてお尋ねします。 
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 主な事業の説明書は11ページです。 

 まず１回目の質問で、１点目に、実施期間について令和５年９月から12月ということで設

定されていますが、その期間にされている理由をお尋ねします。 

 ２点目は、期間中の予算消化によっては事業の短縮ですとか事業の延長、12月以降も延長

されるというふうに理解していいのか、お伺いします。 

 ３点目は、宿泊の条件として市内の宿泊事業者に宿泊するという限定をされているのか、

お尋ねします。 

 ４点目は、事業費内訳の諸経費と消費税の2,800万円の内訳をお尋ねします。 

 ５点目は、この事業の対象についてですが、個人客限定、あるいは団体ですとかツアーの

旅行者等、民間の旅行事業者のパック旅行など、新幹線を利用する条件と宿泊という条件に

当てはまっていれば全ての利用者が該当するという理解でいいか、お尋ねします。 

 ６点目ですが、事業の目的・効果において地域経済の活性化について示していただいてい

ますが、本事業を実施することにより、具体的にどの程度の経済効果を市内で見込まれてい

るのか、お尋ねします。 

 また、確実な効果を得るための手法をどのように考えているのか、お尋ねします。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 まず、実施期間につきましては、議決をいただいた後に事業者選定を行います。事業者を

公募し、選定したいと考えております。選定した事業者によります実施の準備ですとかプロ

モーション、周知期間等を考えますと、開始時期は９月になるものと考えております。また、

国の交付金を財源としておりますので、１月までに精算するということで終期を12月末と考

えております。 

 期間の短縮等につきましては、予算内での実施となりますので、予算がなくなればその時

点で終了ということになります。このような場合、利用希望者等、また、関係者には速やか

に情報提供をできるように連携を図っていきたいと考えております。 

 宿泊の条件につきましては、議員お見込みのとおり、市内宿泊事業者限定と考えておりま

す。 

 続きまして、諸経費、消費税につきましては、事務局委託料を含めた諸経費を2,400万円、

消費税を400万円と見込んでおります。委託業務としましては、コールセンターの運営、申

請受付、審査、振込、精算等の業務を予定しております。あくまでも見込みの額でありまし

て、今後、事業者選定した際に、協議により詳細を決定するものでございます。事業実施に
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当りまして複数の事業者に聞き取りを行っておりますので、今回はその時点での予算の算定、

参考とさせていただいております。 

 続きまして、対象者につきましては、旅行形態、予約方法関係なく、嬉野温泉駅を利用し、

市内の宿泊施設に宿泊された方が対象と考えております。 

 次に、経済効果ですけれども、この事業での宿泊客を今7,200人と想定をしております。

これに従来の宿泊客の消費単価を基に試算しますと１億2,300万円ほどになります。もちろ

ん、これだけではなく宿泊施設での仕入れに係る費用、また、宿泊客が増えることによる雇

用も考えられますし、従業員の給与等にも反映されるものと考えております。 

 また、具体的な数字は出しておりませんけれども、交通費を助成することで、これまで以

上に飲食店の利用やお土産等の購入など、市内での売上げ増加に期待ができると考えており

ます。 

 また、手法につきましては、多くの方に参加していただけるよう、まずは利用者にとって

シンプルで分かりやすく、利用しやすいキャンペーンになるようにしたいと考えております。

このキャンペーンは、情報を広める、周知することが重要となりますので、インターネット、

ＳＮＳ、新聞、雑誌、ポスター、チラシなど、幅広い年代層にアプローチできる方法を検討

していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 水山洋輔議員。 

○１番（水山洋輔君） 

 承知しました。そしたら、２回目の質問に移らせていただきます。 

 どこも、全国的にそうだと思うんですけれども、秋口から年末にかけてというところでは、

一般の旅行客ですとか修学旅行など、従来から旅行に来られる方は多いと思います。今回の

予算額で単純に期間内の日数とかで振り分けると、９月から12月までの期間ということで、

１日当たり約60人、土日祝日の場合のみでも平均して180人ぐらいの分で計上される金額だ

と理解しております。それで、新幹線を利用して嬉野に宿泊する全ての旅行者の方が対象と

いうことで委託料として計上されている費用というところでいうと、窓口は１つの事業者が

窓口になってやっていただくという理解でよろしいでしょうか。その場合、入札なりプロ

ポーザルでされると思うんですが、そうした中で旅行事業者になると思うんですけれども、

その事業者さんが自身の旅行のツアーパッケージや修学旅行などの商品として企画されると

いうふうな可能性も考えられる、そういったことは想定されていると──例えば地域や、今

回お示しされている関西ですとか中国、九州地方といったところの人数をお示しされていま

すが、そういったところに偏りが起こる可能性というのは考えられなかったでしょうか。 

 それともう一点ですが、旅行者に対して交通費分が助成されるということで返ってくると



- 76 - 

いうことなんですけれども、交通費を助成されるタイミングや方法をどのように考えてい

らっしゃるのか、お尋ねします。なぜかというと、先ほど課長の答弁にもありましたが、お

土産や飲食のほうにこの助成した分が経済効果として期待できるということで答弁いただい

たんですけれども、即効性がなければ、現地での消費になかなかつながりにくいのではない

かと考えました。例えば、昨年の新幹線の開業の際に行っていただいた、新幹線を利用した

旅行者に対して「うれしかーど」の1,000ポイント分を配付した事業というような、具体的

に確実に消費につなげるという施策を、今回の事業においても、そういったひもづけをされ

るということは考えられなかったのでしょうか。そういった制度設計等も必要だと考えます

が、いかがでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 窓口につきましては、事務局となる事業者を選定して一本化したいと考えております。 

 あと、修学旅行等の商品等に使っていただけるのではないかということではありますが、

実質、修学旅行としては、今回の条件に合えば利用していただきたいとは思っておりますけ

れども、修学旅行等は、やはりもうほとんど決まっているものと思われますので、それを活

用していただくというのはなかなか難しいのかなと考えております。 

 また、実際、助成金をいつ支払うことになるかということですけど、宿泊された実績、証

明を基に、確認した上で交付と、振込という形を取りたいと思います。どうしても国の交付

金を使いますので、予定で支払って、実際は泊まっておられないということにならないよう

に、ここは実績を見て振り込みたいと考えております。 

 以上です。（「先ほど聞いた、もう一点、助成した分の消費につながるといったところで

は、何かこういうふうな確実に市内の消費につながるような制度設計とかは考えていらっ

しゃらないでしょうか。そこの点をお願いいたします」と呼ぶ者あり） 

 お答えいたします。 

 今回の事業の設計といたしましては、あくまでも条件として嬉野温泉駅を利用していただ

いて、嬉野の宿に泊まっていただくということを条件として計画をしております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 水山洋輔議員。 

○１番（水山洋輔君） 

 それでは、３回目の質問になります。 

 旅行会社の話で、修学旅行については間に合えば、当てはまれば使っていただくというこ
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とですが、おおむね今御説明していただいたところでいうと、事務局は一本化されるという

ことで、これは私の想像なんですけれども、おそらく旅行会社さんのほうでツアーとか、

パッケージングされるのかなというふうに考えました。予算の消化について思うんですけれ

ども、旅行者にとっては、旅行会社の商品として割安感を得られるだけになる、そういった

感覚的になって、それが一過性の事業にならないかというところは心配します。 

 また、既に嬉野のリピーターになっている方ですとか、個人客でそういった高付加価値を

求めて嬉野に来られるお客様がいらっしゃる、潜在的な客層がいらっしゃると思いますが、

例えば、今回は交通費の一部助成ということですが、そういったところではなくて、いかに

嬉野で満足度を高めてもらってリピーターとして定着してもらうかというところが重要だと

私は考えているんですけれども、この事業の目的にも示されていますが、嬉野を訪れる旅行

者の増加や経済活性化というところが目的であれば、駅の利用というのはある意味一つの手

段ではないかとも考えます。単純にこういった交通費の助成だけに限定するのではなく、リ

ピーターですとか、経済活性化というところを目的にするのであれば、旅館から先の、ほか

の温泉とか、お茶、食事、焼き物など、市内の様々な観光資源に対して利用できるような旅

行特典という形で市内の事業者と連携して誘客に取り組むといった方法は考えられなかった

のか、最後にお尋ねします。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光戦略統括監。 

○観光戦略統括監（近藤光則君） 

 お答えいたします。 

 嬉野を訪れる旅行者の方は結構リピーターの方が既に多くなっておりまして、以前取って

いる統計では、嬉野に来られる方、２回以上来られている方が約65％いらっしゃいます。ま

た、嬉野に来た方にアンケートを取ったところ、また来たいとおっしゃる方も82％ございま

す。そういう点では、今回の制度を活用して、ぜひ一度来ていただいて、嬉野を味わってい

ただくというようなこともこの事業で狙っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 私もこの嬉野温泉駅開業１周年特別企画誘客促進事業に関してお尋ねをします。 

 今回、１億2,000万円の予算が計上されていますけれども、その中で私、通告書にも上げ

ていますけれども、この３点、システム費200万円の内容、あとプロモーション費、具体的

にどのようなことを行われるのか。あと、今後のスケジュールはどのように考えているのか。

このスケジュールに関しては先ほど期間が分かりましたので、削除して、まず２点、お尋ね
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をしたいと思います。 

 それと、先ほどとダブっていると思いますけれども、この交付対象、助成対象者の証明方

法をどのようにしていくのかというところがもし分かって、考えておられればお尋ねをした

いと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

システム費の内容でございますけれども、助成申請等を行うに当たり、ネットを利用したや

り方を想定しております。サイトの構築、運営、維持管理が必要となりますので、そのため

の費用と考えております。 

 また、プロモーション費、具体的にはどのようなプロモーションを行うのかということで

ございますけれども、もちろん、インターネット、ＳＮＳ、テレビ、新聞、雑誌、ポスター、

チラシなど、先ほども言いましたように、幅広い年齢層にアプローチできる方法を考えてお

りますし、さらには、関西、中国、九州のマスコミにリリースすること、そして、旅行代理

店、旅行雑誌、旅行サイト、ＪＲ各社、それと、もちろん航空会社等にも働きをかけてプロ

モーションをしていきたいと考えております。 

 それと、宿泊の確認ですけれども、もちろん、領収書を発行していただきますので、領収

書の写し、またはそういうのがない場合は宿泊証明を取っていただいて添付をしていただく

ように考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 さきの議員の質問と私の質問の今までの答弁の中で、この事業は、まずは受付窓口となる

事務局をプロポーザル等々で選定し、そこに委託をするよと。その中で、委託する金額が１

億2,000万円で、その中のシステム費というのが、委託先の事務局がネット環境のシステム

の構築のために使う経費として一応これぐらいだろうなということで予算していると。 

 それともう一つは、プロモーション費ということも委託した事務局等々がプロモーション

をしていくというようなことで事業を遂行していくということで理解をしました。そういう

状況でよかでしょうかね。 

 それで、今後、プロポーザルで受託される事務局の考え方等々もありますけれども、選定

条件、対象者が嬉野温泉駅で乗降して市内宿泊施設に宿泊した者、片道も含むということで

書いてありますけれども、まず、インバウンドの対応も対象者に考えられているのか。 
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 それと、概算的に関西以東、関西より東ですね。また、中国・四国地方、九州地方で料金

を若干、１人頭の助成金額を分けてあるんですけれども、これは沖縄なんかから来られる人

は、中国、四国よりも遠かわけですよね。そういうふうな対応とか、ざっくりしたそういう

ふうな補助対象額の選定というのはどのようになっていくのかというところをお尋ねしたい。 

 先ほど修学旅行に関してはお尋ねをされたんでいいんですけれども、まず、修学旅行を対

象とした場合、もし条件が合った場合、嬉野市として修学旅行に対しての補助もされている

とは思いますけれども、そういう補助も組み合わせて全部支給できるのかどうか、そこもど

のようにお考えされているのかということもお尋ねしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 海外からの旅行客についても、条件を満たせば該当させたいと考えておりますが、振込と

いうことを考えておりますので、その振込が可能かというところも確認しなければいけない

と思っております。事業者を選定した後に、協議した上でそこは決定させていただきたいと

考えております。 

 修学旅行につきましては、今回基本的には個人さん向けにお返しするもの。今行っており

ます修学旅行については事業者に対して行っておりますので、そこをすみ分けがきちんとで

きれば、両方に支出したいと思っております。 

 あと、沖縄につきましては、ここには一応、九州というくくりで入れてはおりますけれど

も、実際に、本当に旅費等を考えた場合に、沖縄としては幾らにしたほうがいいのかという

のは最終的に協議の上で決定させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 分かりました。最後の質問になるんであれなんですけれども、先ほどのポイントカード事

業の件でも言いましたけれども、今まで嬉野に来ていらっしゃる方へのリピーター、嬉野に

来ていらっしゃった方への情報提供も今後は必要になってくるのかなと思いますので、そこ

も踏まえて積極的に攻めていく形でしていただければ、いい事業になるのかなとは思ってお

ります。 

 それと、今回この事業に関しては、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金

（重点交付金）というのと、あと、一般財源から1,835万6,000円も支出して計上されてあり
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ますけれども、そもそも嬉野温泉駅１周年の記念をすることはまず大事かなとは思うんです

けれども、この事業の取組自体を、いわゆる５市連携で今までいろんな取組をされてきたわ

けなんですけれども、そういうところからお金を持ち出して、もっと大きなビジョンをつ

くっていこうという予算の出し方、そういうふうな考え方、それが果たしてできなかったの

か。それをできなかったということであるならば、検討をされたのか、そういうふうな経緯

があったのかどうか、最後にお尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えをいたします。 

 ５市連携でいろんな事業の取組を行っておりますけれども、今回の事業におきましては、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用してということで、市単独で計画

をしたものでございます。いろんな意味での連携を図っておりますけど、今回の事業につき

ましては市単独で考えたものとなります。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 ５市連携ということで、新幹線の沿線の５市等を指していらっしゃるかというふうに思い

ますけれども、今回の企画につきましては、新幹線利用を促進するということで、この後も

御審議いただく議案もその一つだというふうに思っております。 

 そういう中で、長崎市長が替わられましたけど、前市長のほうにも、観光誘客に関しては

連携を取っていこうというような流れで、今回は私ども単独でやりますということで、６月

議会に上程した時点で新しい長崎市長には、こういったことをやりますということは伝えて

おりました。国の運輸局の局長さんでもあられましたので、面識もありましたものですから、

そういったところで共同で長崎と嬉野の25分でつながるという環境を生かしたところのもっ

と大きな誘客事業については、今後、現場同士で調整をしていきながらやっていきましょう

ということでお伝えをしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、山口卓也議員。 

○５番（山口卓也君） 

 私も同じ、新幹線の１周年特別企画の事業です。 
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 通告の内容としては、諸経費、消費税等の詳細を伺うということで、先ほど水山議員の御

答弁にありましたので、その内訳については把握をさせていただきました。 

 一見して感じるのは、結構金額が高いなと。先ほどおっしゃっていたようなシステムとか

を使っていくと振込の手数料とかも多額にかかってくるなと。これを少なくしたほうが助成

費も増やせるのかなというふうに感じるんですけど、今のところ新幹線で来られた交通費を

助成するということでありますけれども、普通に、単純に考えますと、新幹線の領収書とか

写真とかを旅館で示していただければ旅館の宿泊費を割引するということでも同じ、金額と

しても効果があるのかなと。手間もかからずに、嬉野市がその割引分を宿泊の方にお支払い

すれば個別に負担することもなく、そこまでの経費もかからないのかなというふうに感じる

んですけど、あえて交通費にこだわっていらっしゃるのは、新幹線というもののインパクト

を考えていたと思うんですけれども、効果としてはそこまで変わらないのであれば諸経費が

そこまで浮くのになとかいうふうに考えているんですけど、その辺、交通費の割引というこ

とでその手間を取られたことに対して考え方とか、そういったところをお伺いしてもよろし

いでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えをいたします。 

 今回の事業は、議員もおっしゃられたとおり新幹線１周年記念としての、もちろん利用促

進という面もかねております。その上で、もちろん嬉野に宿泊していただくと。そして、最

終的には経済活性化につなげたいということで計画をしているものでございます。 

 事務局を委託するよりもといういろんな御意見もございますけれども、今回の事業でプロ

モーションを特に強く意識しております。やっぱり関西、中国地方に関しましては、佐賀県

嬉野に新幹線が通って駅ができたよというのがまだまだ周知できていない部分もございます。

今回、１周年を記念して、そういうところを強くＰＲしてこの事業を御活用いただければと

いうことで企画したものでございます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、宮﨑良平議員。 

○９番（宮﨑良平君） 

 私も、先ほどから説明を聞いて細かいところはある程度分かりました。これは地方創生臨

時交付金の重点交付金というものがいろいろと多分使えることだと思うんですけど、そもそ

も、エネルギー、食品等の物価高騰の影響を受けた生活者とか、企業とか、事業者とかが、

地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかな、必要な事業を実施する取組、こういった
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ものに使えるというところで何となくこれを見ていると、旅行者、観光客というところにす

ごく特化していて、それが最終的に活性化して市民のためになるのかとは思うんですけど、

この地方創生臨時交付金の重点交付金を使わなきゃいけなかったのかなと思って、そこの協

議というのはなされたのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えをいたします。 

 地方創生の臨時交付金の活用につきましては、財源の配分は財政課のほうで行っておりま

す。 

 そういう中で、担当課といたしましては、先ほどから申しておりますように嬉野の駅開業

１周年記念をやる上でどういう事業がいいかというところから今回の企画をしたものでござ

います。交付金の活用、いろんな自治体がいろんなことをやっていると思いますけれども、

嬉野市としては、やはり観光客に来ていただいて消費していただく、宿泊していただいて経

済を回す。先ほども言いましたように、仕入れに係る分もございますし、従業員、雇用、い

ろんなものに波及できるものと考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 宮﨑良平議員。 

○９番（宮﨑良平君） 

 そういうお答えだと思っておりましたけど、先ほど山口卓也議員からあった、新幹線を使

うということに対して、宿泊者に対して交通費の一部を助成すると。宿泊者に対して宿泊費

の一部を助成するとかという考え方というのもなかったのかなと。当然、新幹線に乗ってき

たお客さんに宿泊費の一部を助成するという、そういった形でも可能だったんじゃないかな

と。これは、よそから来たときに２万円とか３万円とか結構金額が大きいじゃないですか。

そこら辺を含めて、そういう何かあれがなかったのかなと。ただ、まだ多分これはプロポー

ザルが全く決まっていないというところで、そういう提案もこれからなのかなとは思うんで

すけれども、そこら辺をお伺いします。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えをいたします。 

 宿泊料金を一部助成ということになりますと、定額という考え方にはなると思うんですけ

れども、やはり遠くから来ていただくとなれば交通費が多分にかかります。そういう面から
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は、旅行者目線から考えまして、やっぱり遠くから来ていただく方に手厚く助成をするとい

うことで、まずは嬉野に来ていただくということを考えているものでございます。 

 以上です。（「はい、結構です」と呼ぶ者あり） 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、古川英子議員。 

○３番（古川英子君） 

 同じような質問を皆さんされているんですけれども、実施時期を９月から12月の時期とし

た理由ということで水山議員の答えに、議決した後にというところなんでしょうが、今度こ

れをいただきまして、どうしてもやっぱりこれで──これでと言ったらいけませんね。観光

戦略というところで、（資料を示す）どうしても下のところの少ない月があって、10月、11

月、12月というのは多い時期なんですよね。これを考えられるのが遅かったからこういう結

果になるんだろうなということで、もっと早く考えたら、ここはやっぱり観光客が来ないと

ころに上げていっていただきたいかなという思いがあります。 

 そして次ですけど、ネット情報社会というのもこの戦略の中に入っていて、予約が、直接

予約やＯＴＡというのが結構多いというのはこの本の中に書かれています、冊子の中にあり

ます。そこをいろいろ考えて、皆さんの意見の中で先ほどから出ていますけど、宿泊料金支

払いの際にということで、結局、新幹線なんだけど、お金を払うときに、その分を後で旅館

のほうとか、宿泊施設に協力してそこに払えば、例えば、旅行に行った先でお金を自分が実

際に払うときに、これはこの割引ですと言われたらとってもうれしいと思うんですよね、自

分たちがお金を払うときには。やはりある程度、宿泊施設との協力態勢を取っていけばでき

るところで、節約ではないんですけれども、お互いがお互いを利用したところでプラス効果

は出ないのかなと思いましたので、その分をお聞きいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光戦略統括監。 

○観光戦略統括監（近藤光則君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど宿泊施設の協力態勢の話、古川議員以外にもお話が出ておりますが、そういう面か

ら申し上げれば、今、市内の宿泊施設、御案内のとおり人手不足が非常に課題になっており

ます。そういう点では、市内のある宿泊施設では、全面休館日を設けて従業員を休ませて対

応しているというところも報道をされています。そういう点では、宿泊施設の負担も最小限

に考えた上でどのような策が一番効果的かということを議論した上で今回の事業を行ってお

ります。 

 以上です。（「９月から12月とした時期なんですけど、さっきのこの冊子（資料を示す）

から考えると、どうしてもこんな都合の悪い時期にというところは」と呼ぶ者あり） 
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 時期の話につきましては、おっしゃるように時期が理想ではあったわけでございますけれ

ども、今できる範囲でまた可能な取組、予算の状況を踏まえて今回のような提案をさせてい

ただいたところでございます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 古川英子議員。 

○３番（古川英子君） 

 確かに、旅館の人手不足というのは全国的に人手不足というのを言われているんですけれ

ども、宿泊旅費を一旦頂くわけですから、その動作というのをされるわけなので、嬉野市と

してもそこでお金を郵送したりとかすることを考えれば、どうにか対応ができればというの

が１つ。それと、さっき言ったように、そこで払う額が少なければ、その分、嬉野に来てこ

んな少なくていいところに泊まれたという思いが増せば、それは本当、プラスにならないの

かなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光戦略統括監。 

○観光戦略統括監（近藤光則君） 

 お答えします。 

 議員おっしゃるような点もあるわけでございますが、やはり宿泊施設の負担は少なくとも

今のお話ですと発生するということがございますので、そういう点も踏まえて今回のような

事案になりました。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 古川英子議員。 

○３番（古川英子君） 

 人手不足の折というのはよく分かるんですけど、「Go To トラベル」等々でもそれをやら

れていたので、こっちが駄目ですというか、向こうと協議した結果駄目だったのなら仕方が

ないかなと思うんですけれども、観光客の気持ちを考えたら、後でいろんなこの送ってする

よりも、そこに行ったときにそれだけの割引だけできたというのはすごくうれしいものだな

と思いましたので、質問いたしました。返答は結構です。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 質問を３点出しているんですけれども、２点目までは理解できましたので、ここでは質問

いたしません。 
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 ３点目の、この予算案について様々検討はされたと思います。ほかにいろいろな検討内容

はどういうのをされたのかという部分もありますけれども、先ほどから議論がされているよ

うに、活性化とか、観光客を呼んでくるとかありますけど、以前、市長の答弁か何か覚えて

いないんですけれども、新幹線をより多く活用することによって、今、通勤時間帯がなかな

か思うようになっていないとか、そういった停車を増やしていく、そもそもそういった役割

もこれで果たすという意味合いがあるのかなと。それでできるかどうか分かりませんが、市

長が考えを言われたようなそういうことがあったんですけれども、そこら辺については、こ

の予算案について勘案されているのかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。要

するに、新幹線の利用客を増やすことによって、ＪＲに対してもっと嬉野市に新幹線の停車

便数を増やしてくれという、そういうきっかけにもなるのかなということで今回の提案理由

の中にあるのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 今回の新幹線関連事業、この後ももう一つあります。そこも含めてでありますけれども、

議員のお話しいただいているように、やはりこの新幹線利用を増やす、伸ばすということに

よって、今後の有利なダイヤの獲得というのは、これは狙いの一つのであるというふうに

言って差し支えないというふうに思っております。恐らく、議案発表したときの記者会見の

場で私がそう申し上げてもおりましたものですから、地元の新聞の中でそういった私のコメ

ントとともに紹介をいただいたんだというふうに思っております。 

 嬉野には、新幹線の開業後、非常にたくさんの方が来ていただいています。ただ、いろい

ろと分析をすると、必ずしも新幹線の利用で来られているというよりかは、そこに合わせて

行われたキャンペーンの効果でマイカーで来られている方もやはりかなり多いという中で、

新幹線の利用自体がどれほどあっているのかというのが、まだ政策効果としてははかれてい

ないという現実があります。ＪＲ九州のほうとしても、各駅の乗降客数に関しては非公表と

いう立場を取っておりますものですから、私どもも、こうした政策を通じてであったりとか、

また、今はデジタルデータの中で滞在時間とか、そういったものから近似値を割り出そうと

いうふうに試行錯誤を重ねているということでもあります。 

 こうした新幹線利用を伸ばしていく、実際の数字のデータ、また、それを伸ばそうとする

自治体の努力する姿勢、そういったものも今後のダイヤ改正の要望をしていく際には、我々

としてもしっかりとＰＲをしなきゃいけないことだというふうに思っておりますし、また、

議会終了後に商工団体、観光関係と共に、今後のダイヤ改正についても早朝時間帯の嬉野温

泉駅の停車、そしてチェックイン、チェックアウトの時間のダイヤのもう少し融通が利くよ
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うな体制にしていただくような要望を目いっぱい伝えていく、そういった考え方を持ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 梶原睦也議員。 

○15番（梶原睦也君） 

 市長がおっしゃったように、そもそも新幹線の話があったときに、ペンペン草が生えるよ

うなそういった駅じゃないようにやっていくと。そうしないと、よそにもそういったところ

があったので、とにかく新幹線利用を促進していくというのが一番大事なことだと思います

ので、そういった意味では、こういった事業を使って活用するのはいいことだと思います。

それが、ひいてはフル規格への話になるわけですが、ペンペン草の生えているようなところ

はフル規格の話までいかないわけですので、しっかり新幹線を活用するという意味では、

しっかり取り組んでいただきたいと思います。一般質問みたいになって何かすみません。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 いいですかね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 次に、諸井義人議員。 

○７番（諸井義人君） 

 私のほうは、ここに出しておる、対象者に修学旅行等や航空機利用者、また、海外からの

旅行者も含むのかということで出しておりましたけれども、今までの質問者の答弁において、

条件が合えば出せるということで理解をしております。間違いないでしょうか。 

 あと１点ですけれども、交通費助成額で地域を分けた根拠という形で、諸上議員も言われ

たように、山口県、広島県より鹿児島県、沖縄県のほうが遠いですよということがありまし

たので、そこのことで１つお尋ねをします。交通費の一部を助成するとは、何％、何十％ぐ

らいを一部と捉えておられるかをお尋ねいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 対象者につきましては、議員お見込みのとおり、条件に合えば対象としたいと考えており

ます。 

 次に、助成額の地域分けで何％ぐらいを考えているかということですけれども、何％とい

うよりも定額で、安いチケットを買われたらほぼ全額になるのじゃないかというぐらいは対

象としていきたいと考えております。 
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 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸井義人議員。 

○７番（諸井義人君） 

 交通費ということなので、航空運賃、船賃、バス等で例えば福岡辺りへ来られて、それか

ら電車に乗って新幹線で嬉野温泉駅で乗降をしたら、それも交通費として全部を見るという、

対象にするという形で捉えていいですかね。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 出発地点がどこであって、あと、先ほど言われましたように最終的に嬉野温泉駅を利用し

ていただいて宿泊していただくということが条件となります。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 次に、増田朝子議員。 

○11番（増田朝子君） 

 同じところで質問をさせていただきます。 

 先ほどからいろんな質問があった中で、この重点交付金がどうして１周年特別企画誘客促

進事業に充当されるのかとか私も思ったんですけれども、まず、この事業を導入されたとき

に、ほかにいろんな案が出されたと思いますけれども、ほかに考える事業はこれ以外にもな

かったんでしょうか、お尋ねします。 

 それと、ここの中で一番思うのが、全体が１億2,000万円の中で諸経費、消費税が2,800万

円と本当に高額な金額があるんですけれども、そこをもっと何かほかのやり方で、先ほどか

らあっていますけれども、宿泊所で還元できたらいいんじゃないかとかですね。この予算全

体の中で、本当に効果的に予算が使われるのかなというのを思いました。そこの中で、プロ

モーションとかもありますけれども、これまでもいろんな機会で新幹線開業する前にＰＲ事

業とか、中国地方、関西でもされてこられましたけど、今回の旅費に関してのプロモーショ

ンと思いますけど、これまでも何回もプロモーションをされていらっしゃるので、私として

は無駄じゃないかなと思いました。 

 そういった中で先ほどの質問になりますけれども、まず、事業としてほかに考えられな

かったかということ。それと、本当にリピーターとして来ていただきたいとなれば、まず受

入れ態勢も必要じゃないかなと思ったときに、先ほど水山議員からもありましたけれども、
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地場産業の資源とかそういったものを使って、本当に市民みんなで迎え入れようというそう

いった事業も１周年記念としてあってもよかったんじゃないかなと思いますけれども、いか

がでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 交付金の活用につきましては、担当課としては、やはり観光を担当する課といたしまして

は、今回、嬉野温泉駅１周年記念事業としてたくさんの方に嬉野に来ていただきたいと。ひ

いては地域の活性化、経済活性化につなげたいということで今回の事業を計画しております。 

 あと、地域のプロモーションに係る費用のことですけれども、やはりプロモーションには

費用はかかると考えております。重要なのは、それをきちんと活用して届けていきたいとい

うことでありますので、継続しながら、続けていきながら、多くの方に周知を図って行きた

いというふうに考えております。 

 最後に地場との連携ですけど、もちろん、連携は今でもやっておりますし、観光協会、

ＤＭＯ等でも受入れ態勢づくりはしっかりやっていただいておりますので、地場の方々とも

連携を取りながら、この事業で来ていただいた方に満足して帰っていただけるような取組を

図っていきたいと考えております。 

○議長（辻 浩一君） 

 増田朝子議員。 

○11番（増田朝子君） 

 では、確認をさせていただきますけれども、観光課としては、今回の遠方から来られる方

の旅費の支援ということだけで今回の事業として進められたということですかね。ほかにい

ろんな考え方はございませんでしたでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 観光商工課といたしまして、この前の議案としてお出ししましたように、経済対策事業と

今回はこういう誘客事業、２つを提案させていただいております。 

 以上です。（「ほかに、全く机上に上がらなかったんですかということ、ほかの事業とし

て、アイデアとして」と呼ぶ者あり） 

 お答えいたします。 

 アイデアとしてはいろんな意見を担当課としては考えはしましたけれども、今回の事業を
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提案させていただいております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 増田朝子議員。 

○11番（増田朝子君） 

 そのアイデアをお聞きしたいんですけど、どういったアイデアがほかに上がったんでしょ

うか。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えいたします。 

 アイデアとしては、いろんな意見を担当課として考えはしましたけど、提案をしていない

ものでございますので、今回は控えさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 続いて、田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 いろんなこと、質疑がありましたので、大体の内容については理解をいたしました。 

 そういう中で、開業１周年特別企画誘客促進事業ということで新幹線が開業して１周年、

これを機にＰＲをしていくという事業、この事業自体、私は非常にいいと思います。ただ、

今いろいろ出ているんですけれども、先ほど統括監のほうからありましたけれども、こちら

の事業者の方、人手不足でいろいろ大変だと、そこら辺なるだけ手を煩わせないような形で

のというふうなことをおっしゃいましたけれども、これは嬉野観光版ＤＭＯと観光協会、旅

館組合、ここら辺について事前に、１周年記念こういうことをやるというふうな話合いとい

うのは持たれたんですか。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光戦略統括監。 

○観光戦略統括監（近藤光則君） 

 お答えいたします。 

 観光協会や商工会とはこういう話は事前にしております。その上で、最終的に今回提案さ

せていただいたような事業にさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 田中政司議員。 
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○14番（田中政司君） 

 先ほどからも出ているんですけれども、ここまでやるんだったら、もう少し地元の人が汗

をかくというかな、そういうふうな事業内容であってほしいなというふうに思うんですよ。

例えば、これはプロポーザルでどの事業者がやるか分かりませんよ。事業自体としては非常

にいいと思うんですけれども、やはりもう少し自分たちで汗をかいてやろうじゃないかとい

うふうなことでやっていただきたいなと。この予算自体には私賛成をするんですよ。するけ

ど、この内容についてそこら辺もう少し検討をしていただきたいというふうな感じがしてお

ります。 

 そういう中でね、そういう中で、プロモーションだとか何とかというのは、これはなかな

か地元ではできないですよ。やはりそういう専門の業者が必要だと思うんですけど、これを

やっていただく事業者というのと、プロモーションＰＲをやるというのとはこれは別という

ふうに考えておいてよろしいんですか。それとも、全体を、全部をプロポーザルしてやろう

と考えていらっしゃるのか、そこら辺お聞かせください。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 事務局となる事業者を１つ決めまして、そこに全てを委託したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 だから、そこを別でもいいんじゃないかなと、先ほどずっといろんな質問の内容を聞いて

いて。だから、地元というか、こちらでできる分はこっちでやっていただいて、そういうプ

ロモーション、ＰＲ等、できないところをやっていただく。プロモーションが大事だという

ふうに観光課長はおっしゃいましたので、その部分についてはね、やっていただく。しかし、

自分たちでできる、自分たちで汗をかいてやれるところは自分たちでやるというふうなね、

やはりそういうことが必要なんじゃないかなと、私はこの予算書を見ていて思いました。こ

の計画自体は私はいいと思うんです。新幹線を使ってとにかく来ていただこう、リピーター

を増やそう、いいと思うんですが、もう少しここら辺の内容を精査していただきたいという

ことだけはお願いをしておきます。 

○議長（辻 浩一君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（小野原 博君） 

 お答えさせていただきます。 
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 まずは、多くの方に参加していただくことが重要だと考えております。そういう中で、や

はり窓口は一本化したいと思っておりますし、利用者にとって、シンプルで使いやすいキャ

ンペーンになるように心がけていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 ちょっと補足をさせていただきたいと思いますが、委託事業者に全てを丸投げするわけで

はありませんし、委託事業者のほうにも、これからプロポがありますので、そういったとこ

ろでユーザー目線に立って、柔軟な運用をしていただくように、やはりこちらからもお願い

もしなければならないというふうに思っておりますし、もちろん、我々も怠慢をしようと、

楽をしようということではありませんので、そういったところで我々と役割分担がしっかり

明確にできるものに関しては、今日いただいた御意見もしっかりと受け止めて改善に努めた

いというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 これで歳出７款．商工費の質疑を終わります。 

 次に、20ページ、８款．土木費、２項．道路橋りょう費について質疑を行います。 

 質疑の通告はありません。質疑を終わります。 

 次に、21ページ、８款．土木費、６項．新幹線費について質疑を行います。 

 質疑の通告があります。 

 １目．新幹線費について順次発言を許可いたします。諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 それでは、新幹線費に関して、事業名が新幹線利用促進事業となります。主要な事業の説

明書は14ページに記載されております。 

 通告書で、今回906万4,000円の予算計上がされてありますけれども、一括して３回の質問

をしたいと思います。 

 まず、委託料、これはチラシ作成１万枚に関しての予算計上をされていますけれども、そ

の１万枚作ってどうするんだということで、配布方法等があれば、どのように考えているの

であるかということをお尋ねしたいと思います。 

 それと、ポスター作成の50枚、これも活用方法に関して、掲示場所を具体的なところが決

まっていればお願いしたいと思います。 

 それと、実施期間がどのように設定されているのか。あるいは、これは補助金で700万円

計上されていますので、補助金の交付方法、具体的にこの証明等をどうするのか、そこをま
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ずお尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 新幹線・まちづくり課長。 

○新幹線・まちづくり課長（馬場孝宏君） 

 お答えいたします。 

 まず、１万枚の配布についてですが、この１万枚のチラシ配布につきましては、各戸配布

をまずしたいというふうに考えております。各戸配布をすることで一世帯一世帯に周知が行

くというところで考えております。 

 また、余った分といいますか、そういうものにつきましては各事業所、公共施設も含めて

そういうチラシもまた置いて、周知を図りたいというふうに考えております。 

 また、ポスターにつきましても、市内の公共施設については掲示をしたいというふうに思

いますし、また、各事業所おいても、掲示の許可をいただければそちらのほうに掲示をさせ

ていただきたいというふうなことで考えております。 

 それと、実施期間ということですが、今現時点におきましては、開始時期を、早ければ８

月中を予定いたしております。完了時期につきましては今年度いっぱいということで考えて

おりますが、予算もございますので、この予算がなくなり次第終了というふうなところで考

えているところでございます。 

 また、補助金の交付の方法ですが、基本的には嬉野市の補助金等交付規則に基づいて手続

をしていくというような形になってくるかと思いますので、交付申請、それからこちらのほ

うから交付決定を出して、請求をしていただいて、指定口座に振り込むというような形にな

ります。 

 また、証拠書類としましては、駅のほうでチケットを買っていただければ、領収書の発行

というものもできますので、そちらのほうを証拠書類として、何らか証拠書類があれば交付

の対象としたいというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 諸上栄大議員。 

○６番（諸上栄大君） 

 そしたら、これは具体的な窓口的なものはどこに置かれるのかというお考えと、あと、１

人何回でも利用できて、その予算の範囲内であれば何回でも利用できるかなとは思うんです

けれども、そうなった場合に、今、定期券で通勤、通学をされていらっしゃる方もいらっ

しゃるかとは思いますけれども、その辺、その利用者の方との整合性というか、そういった

配慮というか、その期間だけ定期買うのをやめてそっちに行っていいものなのか、そこら辺

の考え方をどのように現状で考えられているのかですね。 
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 あと、これはもちろん市民の方が対象になるんですけれども、市民であるという具体的な

確認方法云々も必要になってくるかなと思いますけれども、その辺はどのようにされるのか、

お尋ねしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 新幹線・まちづくり課長。 

○新幹線・まちづくり課長（馬場孝宏君） 

 お答えいたします。 

 今後、交付要綱等はつくっていきたいというふうに考えておりますが、まず、窓口でござ

います。窓口につきましては、いろいろと考えてはおりますが、できるだけ１か所にしたほ

うがいいんじゃないかなというふうなことでも考えております。１か所にするということに

なれば、駅前のまるくアイズのほうで受付をするという形になろうかというふうに考えてお

ります。 

 あと、利用者の利用回数についてですが、こちらも、やっぱり１人の方で何回も使っても

らえば、ほかの方には──いろんな方にぜひ使ってもらいたいということもありますので、

利用回数につきましては、制限は設けたいと思います。１回にするのか、２回か３回かとい

うことで、そこはもうちょっとこちらのほうも少し詰めてまいりたいというふうには考えて

おります。 

 また、定期券を購入されている方につきましては、その要綱の中にも示そうかと思います

が、定期利用者については購入は御遠慮をいただくというふうなことで考えております。 

 また、市民の方である証拠ということですが、こちらについては免許証であったり保険証、

マイナンバー、様々、個人で扱われているカード等ありますので、そちらのほうをお示しい

ただければ結構かというふうに考えております。 

 以上でございます。（「以上でよかです」と呼ぶ者あり） 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、増田朝子議員。 

○11番（増田朝子君） 

 同じく質問をさせていただきます。確認も含めてお尋ねしたいと思います。 

 まず、期間が、早ければ８月中から今年度いっぱいということで、申請の方法としては窓

口を１か所にしたいと。今考えていらっしゃるのが、まるくアイズでの窓口を考えていらっ

しゃるということですけれども、申請の方法としては使った領収書とかをそちらに持って

いって申請した後に口座に振り込まれるということでよろしいでしょうかということの確認

です。 

 あと、この事業で停車本数の増加につなげたいとありますけれども、例えば、今回のこの

利用促進事業、どこまで利用したら、本数の申請に対してもっともっとＪＲの方に働きかけ
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られるかなとか、そういう計画としては今後──例えば、今回事業としてされますけれども、

また次年度とかずっと、これまでという利用者数がある程度見えるまでは、どのようなお考

えで取り組んでいかれますでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 新幹線・まちづくり課長。 

○新幹線・まちづくり課長（馬場孝宏君） 

 まず、申請の方法でございますが、先ほども申しましたように補助金交付規則がございま

すので、それに基づいた形になってくると思います。申請をして交付決定をして、それから

請求書を出してもらってというふうな形で考えております。そちらのほうの書類の取扱いも、

まるくアイズのほうで今予定をしているということです。 

 あと、利用ということですけど、取りあえずまだこれからスタートをするということで、

実際、今回５月に新型コロナウイルス感染症も５類に移行したということで、人の動きが大

分増えた流れが、大分動きが見えてきているという中で、観光のほうのああいう補助等も、

旅行客の補助もございます。 

 そういった流れもありますし、来る方には補助が来るんですが、市民の方が行かれる方に

対しての補助というものがやっぱりないということもあって、そういったこともいろいろ総

合したところでこういうものをぜひ市民の方に乗っていただいて、快適性とか、先ほど市長

も申しましたように、25分で着くというその時間の短縮ですね。そういったことも体感をし

ていただいて、それが継続的に進められればいいなというふうなことで考えております。 

 また、今後につきましては予算、一般財源等もありますので、そこはまた今後協議はして

くるかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 増田朝子議員。 

○11番（増田朝子君） 

 ありがとうございます。この新幹線の利用促進事業というのは市民に向けてということで、

事業としては私もよろしいかと思いますけれども、その結果が停車本数を増やしてもらうと

か──実際私も政務活動費を使わせていただいて、よく嬉野温泉駅から行くんですけれども、

委員会で行くときも武雄からと、何か過去にはあったんですよね。だから、もしあれだった

ら率先して嬉野温泉駅を利用しましょうということも含めて広報に努めていただきたいし、

市役所の職員さんとか、我々も積極的に利用していくことがまず大事かなと思いますので、

そういった広報も含めてしていただければと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 新幹線・まちづくり課長。 
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○新幹線・まちづくり課長（馬場孝宏君） 

 お答えいたします。 

 利用客数につきましては、実際、駅の利用者数というのはなかなか教えていただけないと

いうふうなことになっておりますが、実績として上がれば、私どももＪＲ九州のほうに停車

本数の増を要望する際の重要な要因ということで期待をしているところでございまして、そ

ういった意味で、私どももどんどん利用促進補助がなくても、ぜひ利用促進をしていただけ

るような方法はいろいろと考えてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 増田朝子議員。 

○11番（増田朝子君） 

 そうですね、私も何回か利用する中で、本数が少ないので本当に不便さを感じているとこ

ろでもありますので、ぜひ皆さんが利用していただいて、また外から来ていただいて、この

停車の本数が増えることを期待したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（辻 浩一君） 

 次に、田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 このことにつきましては、今２人の議員の質問で理解はいたしました。それを踏まえて、

１点だけ質問をいたします。 

 要するに、新幹線の利用を促進するということで旅費を半分負担する、これは長崎市と同

時にやるというふうなことは考えられなかったんですか。例えば、向こうからこっちへ来て

もらう、こっちから長崎へ行く、一般財源を使ってやることですから、ぜひ長崎と一緒にこ

ういうことをやりませんか、これは将来的に利用者が増えれば、フル規格等の話もまた一緒

にやれるというふうなことで、そういう提案をされたのかできなかったのか。市長、よかで

すか。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 実はそういった、例えば長崎のホテルに宿泊された方にフロントで券をお渡しして、じゃ、

嬉野にもちょっとふらっと行ってみてくださいという片道だけでも差し上げるとかいうのは、

一応提案をしてはおりますが、当然向こうの御都合もありますし、また、いろんな形での、

逆もしかりで、我々もこうしたところでいま一度、そういったところの換金性があるという

ところもありますので、そこを宿泊者が限定で、その日だけ、その日限りの用途にしていく
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というのは、デジタルの技術を使えば何かできることもあるのかなと思うので、これは今後、

やっぱりＪＲを交えたところでの、実現に向けては協議をしなきゃいけないこと、クリアす

べき課題というのはあるのかなというふうに思っております。お互いの宿泊客を行ったり来

たりさせようというのは、前市長の田上市長の時代にもいろいろと意見交換をした経緯もご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 田中政司議員。 

○14番（田中政司君） 

 その点、先ほどから５市連携という話も出ていましたけれども、そういった中でとにかく

利用者数を増やす、あるいは駅の乗降者を増やすという点を考えれば、ぜひそういった取組、

これからお願いしたいと思います。 

 以上です。答弁要りません。 

○議長（辻 浩一君） 

 これで歳出８款．土木費の質疑を終わります。 

 次に、22ページ、９款．消防費、１項．消防費から25ページ、10款．教育費、４項．社会

教育費までについて一括して質疑を行います。 

 質疑の通告はありません。 

 これで歳出９款．消防費、１項．消防費から10款．教育費、４項．社会教育費までの質疑

を終わります。 

 次に、26ページ、10款．教育費、５項．保健体育費について質疑を行います。 

 質疑の通告があります。 

 ５目．学校給食費について順次発言を許可いたします。水山洋輔議員。 

○１番（水山洋輔君） 

 それでは、学校給食費物価高騰対策事業につきまして質問をさせていただきます。主要な

事業の説明書は17ページです。 

 １回目の質問では、今年度の値上げ分に対する費用を負担されるということで、その理由

と今回計画するに当たって、例えば半額の補助ですとか、全額の費用負担等については検討

をされたのか、お伺いいたします。 

 ２項目めとしましては、財源としては地方創生臨時交付金を充当されていますが、今後の

施策としてどのようにお考えなのか、お伺いします。 

○議長（辻 浩一君） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（武藤清子君） 
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 お答えいたします。 

 今回の事業は地方創生臨時交付金における「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方

交付金」を活用して実施するものでございます。食料品の物価高騰に伴う保護者の経済的な

負担軽減を図る取組でございます。議員がおっしゃった、値上げ分以上の支援、半額負担、

全額負担の支援についても検討はいたしましたけれども、この重点交付金を活用した事業を

行うということで値上げ分の支援をするということになったところでございます。 

 ２番目の御質問で、今後の施策としてはどのように考えているかということでございます

が、この重点交付金に係るほかの事業の状況にもよりますが、今後さらに食料品の価格が高

騰する場合は、再度、この臨時交付金を活用させていただくことも検討できればと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（辻 浩一君） 

 水山洋輔議員。 

○１番（水山洋輔君） 

 承知しました。まずは、そしたら、検討されたけれどもという話でしたけれども、その用

途として、この重点交付金の要綱があると思うんですが、なので、値上げ分のみということ

で御答弁をいただきました。 

 ２回目の質問になるんですけれども、今回そういった物価高騰による仕入れ原価の高騰で

すとか、光熱水費の高騰などというところでは、給食事業における状況というのは大変だと

思います。今回使われる新型コロナウイルス臨時交付金の重点交付金というところのガス、

電力の高騰というお話でした。そういった中で、限られた財源の中でどういうふうに使うか

というものも考えられていらっしゃると思います。この財源の配分については財政課が行わ

れるとは思いますが、例えば、昨年度の臨時交付金の分で未充当になって今年度に繰越しに

なった分の金額があったと思いますが、新型コロナウイルス臨時交付金において。そういっ

たところからお金を出してもらうということでは、担当課としてはお考えになられなかった

のでしょうか。それで、例えば半額ですとか全額に補助額を増やそうというような考えはな

かったでしょうか。 

○議長（辻 浩一君） 

 暫時休憩します。 

午後３時50分 休憩 

午後３時51分 再開 

○議長（辻 浩一君） 

 再開します。 

 教育総務課長。 
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○教育総務課長（武藤清子君） 

 お答えします。 

 先ほど答弁しましたところで１つ訂正をさせていただきます。 

 充当をした臨時交付金につきましては、重点交付金ではなく新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金のほうで充当をしたものでございました。失礼しました。 

 それで、今年度、前年度の繰り越した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

は全て今回の事業で充当をされておりますので、追加して活用するということは考えられな

かったと思います。 

 以上です。（「大丈夫です」と呼ぶ者あり） 

○議長（辻 浩一君） 

 いいですか。 

 次に、宮﨑良平議員。 

○９番（宮﨑良平君） 

 私もその給食費に関してですけど、前回、私も一般質問をしていて、その後に今回こう

やって予算に上がってきたものでちょっとびっくりはしたんですけど、私がまだはっきりと

あまり聞いていなかったんですけど、この給食費を年間で一括で支払われる方と月々払われ

る方、そこら辺の調整をどうされるのかというのをお伺いしたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（武藤清子君） 

 お答えいたします。 

 学校給食費につきましては、１年間の給食費を４月から２月までの11回に分けて収めてい

ただいております。その中で、１年分を前もって納付いただいた保護者さんもいらっしゃい

ます。その方につきましては、議決をいただいた後、還付という形を取らせていただきたい

と思っております。 

 また、既に４月、５月分を収めていただいておりますので、その分につきましては、今の

ところ、納付の最終の月、２月の納付額で調整をさせていただきたいと考えているところで

す。 

 以上です。 

○議長（辻 浩一君） 

 宮﨑良平議員。 

○９番（宮﨑良平君） 

 分かりました。納得をしましたけど、そもそも先ほど水山議員もおっしゃっていましたけ

ど、子どもたちの予算なので、ある程度のところで、財政課を含めて、市長を含めて、何か
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予備費的なものというものが、緊急的なもので使えるようなものがなかったのかなと思って。

実際のところ、臨時交付金が入ってくることもある程度見越していたわけだし、その中でな

かったのかなというところがあって、そこら辺も含めて、市長のほうから最後に御答弁をい

ただきたいと思います。 

○議長（辻 浩一君） 

 市長。 

○市長（村上大祐君） 

 お答えをしたいと思います。 

 今の、安心・安全の給食を提供していくという上では、昨年も食材費補助という形でこの

地方創生の臨時交付金を手当てさせていただきましたけれども、やはりコストがどうしても

かかるということでもありましたので、今回、まずはベースについてはやはり安心・安全の

給食を提供していく上では、やはりこれだけの御負担をいただかなければならないというこ

とは正面から皆さんに問う形でいろんな審議会も重ねて、今回ベースの値上げには踏み切ら

せていただいたところであります。 

 とはいうものの、前回御質問をいただいたときにもお答えをしたように、やはり激変緩和

措置としての選択肢をずっと模索をしてきておりまして、今回はそうした、どこまで上がる

のか分からないという青天井の物価高騰の中で、まずは激変緩和措置を講じながら、次のス

テップを考えていくという形になっております。 

 今後につきましては、じゃ、いつまでやるのかとかいう話も出てくるかというふうに思っ

ております。やはり世代間の公平性というものも公を預かる者として重視しなければならな

い価値だというふうには思っておりますが、一方で、そういった教育であったりとか、子育

て世代の皆さんの温度感、そういったものを不断にしっかりと把握をしながら、キャッチ

アップしながら、適宜必要な施策を打っていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。（「結構です」と呼ぶ者あり） 

○議長（辻 浩一君） 

 これで歳出２款から10款までの歳出の質疑を終わります。 

 次に、４ページ、第２表 地方債補正について質疑を行います。 

 質疑の通告はありません。 

 第２表 地方債補正の質疑を終わります。 

 これで議案第31号 令和５年度嬉野市一般会計補正予算（第３号）についての質疑を終わ

ります。 

 以上で本定例会に提出された議案全ての質疑を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。当初の会期日程では６月16日も議案質疑の予定でしたが、本日で議案
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質疑の議事の全部を終了いたしましたので、16日は休会にしたいと思います。御異議ござい

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、６月16日は休会することに決定をいたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

午後３時57分 散会 


